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〇開  議 

   午前９時開議 

◇議長（石内國雄君） 着席願います。おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１３名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開

きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                      ◇                   

〇日程第１ 一般質問 

◇議長（石内國雄君） 日程第１、一般質問を行います。 

 １日に引き続き、順次発言を許します。 

 初めに、１番羽鳥光博議員の発言を許します。 

              〔１番 羽鳥光博君登壇〕 

◇１番（羽鳥光博君） おはようございます。今日は、私が前、県庁職員だった頃の同僚や皆さんが

見えてくれまして、誠にありがとうございます。県を退職した後もこうやって町のことに関わります

と、地域に県立女子大学がありますものですから、そういったところとの交流も深められますし、他

の行政機関もありますから、大いにそういったところの方々と交流を深めて、情報を取って、こうい

う議会での成果を見て、またご意見いただければと思っております。 

 それでは、議長の許可が出ておりますので、質問通告書にのっとりまして質問させていただきます。

１番、質問事項、新公共交通システムの構想と導入に向けた進捗状況についてであります。令和５年

９月の玉村町議会第３回定例会において、乗合タクシーたまりんを含む新公共交通の見直し状況の質

問をしました。町長からは、たまりんだけでなく、移動に関する施策を 適化した公共交通システム

の展開を目指し、来年度中には運行を開始したいとの答弁がありました。そこで、現行の乗合タクシ

ーたまりんの新しい交通機関への転換について、次のとおり質問いたします。 

 初めに、（１）番、町民アンケート調査等について。 

 １、調査はどのような方法で行いましたか。 

 ２、人流調査も行いましたか。 

 ３、結果は集計されていますか。 

 ４、結果から得られたことは何ですか。 

 （２）番、今後の予定についてであります。 

 １、どのような運行方法を採用する予定ですか。 

 ２、デマンド化を図るとしたら、いつ頃を予定しますか。 

 （３）番、たまりん転換後の新公共交通システムについてであります。 

 １、事業の実施方法はどのように行いますか。 
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 ２、財源は何を予定していますか。 

 ３、導入初年度の運行経費見込みの全体額と財源内訳、特定財源と一般財源の内訳と比率を積算し

ておりますか。また、導入次年度以降の見込みはどうなっていますか。 

 ４、乗合タクシーたまりんの令和４年度運行経費全体額と比較して、転換後の新公共交通システム

では町の一般財源の持ち出し額は増えますか。また、導入次年度以降はどうなりますか。 

 ５、今回の見直しに当たり、地域の交通事業者への説明は済んでいますか。また、その反応はどう

でしたか。 

 （４）番に行きます。課題についてであります。 

 １、構想策定と調査結果により見いだされた課題は何ですか。 

 ２、７月の町民アンケートでは、一例としてＪＲ新町駅と駒形駅への車両乗り入れ希望が多かった

との調査結果が出ていますが、これを受け、玉村町域外へのバスステーションの設置予定はあります

か。 

 大きな質問の２つ目の空き家対策についてお願いいたします。空き家への課税を強化する改正空家

対策特別措置法（改正特措法）が令和５年６月に国会で可決・成立しました。これまで特定空家が固

定資産税の軽減対象外であったが、改正法では適切な管理がされず、放置すれば特定空家になるおそ

れがある物件を、新たに管理不全空家と定めました。これにより、手入れが不十分な物件も税の軽減

対象から除外すると聞いております。手続は、市町村が特定空家にならないよう、物件の所有者を指

導し、これに従わず修繕などの勧告の段階まで進んだ場合は、固定資産税の軽減対象から外すという

流れであると聞いております。そこで、以下のとおり質問いたします。 

 １つ目、玉村町には空き家が現在何件ありますか。また、空き家をどのような定義で、どう捉えて

いますか。 

 ２つ目、この改正特措法の主な内容では、税の軽減除外の拡大以外にほかにどのようなものがあり

ますか。 

 ３つ目、改正特措法の施行により発生する町の具体的職務は何ですか。 

 後の４つ目です。町のホームページで玉村町の空き家バンクの登録物件を調べますと、現在、あ

りませんと表示されます。移住、定住を目的にしているこの制度と、空き家の撤去に補助金を支出す

る玉村町空家除却補助事業との制度上の整合性をどのように考えていますか。また、玉村町空家除却

補助事業の実績と申請件数の傾向はどのようになっていますか。 

 後の３番目の質問に行きます。主権者教育についてであります。国の安全を守り、国が発展する

ためには、次代を担う子供たちが町のこと、県のこと、国のことを考えることが大切であります。そ

のためには、主権者教育の充実が必要であると考えます。そこで、以下のとおり質問します。 

 １つ目、町は主権者教育をどのように捉えていますか。 

 ２つ目、学校では主権者教育をどのように捉えていますか。また、その教育は、現在授業カリキュ
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ラムの中でどのように行われていますか。 

 ３つ目、学校では道徳教育をどのように捉えていますか。また、その教育は、現在授業のカリキュ

ラムの中でどのように行われていますか。 

 後の４つ目です。主権者教育と道徳教育の関係は、学習指導要領においてどのように位置づけら

れていますか。また、それらを教える教員の研修をどのように行っていますか。 

 以上で第１回目の質問を終わりにさせていただきます。 

◇議長（石内國雄君） 町長。 

              〔町長 石川眞男君登壇〕 

◇町長（石川眞男君） おはようございます。それでは、羽鳥光博議員のご質問にお答えいたします。 

 まず初めに、新公共交通システムの構想と導入に向けた進捗状況についてお答えします。まず、１点

目の町民アンケート調査についてですが、町民アンケートについては３種類の町民アンケートを実施

しました。１つ目は、交通弱者対策として実施している高齢者へのタクシー利用補助事業の令和４年

度交付者約１，２００名を対象に行いました。２つ目は、今後、高校生となる町内小中学生の保護者

約１，３００名に対してウェブアンケートを実施しました。この２つについては、それぞれ７００件

を超える回答があり、５０％を超える回収率を得ることができたため、非常に有効なデータを得るこ

とができたと考えています。 

 ３つ目は、メルたまを使って周知し、町のホームページ上でどなたでも回答できるウェブアンケー

トを実施しました。こちらも２５０件を超える回答をいただき、町民の公共交通に対する関心の高さ

を改めて認識しました。 

 また、同時に人流データの調査も行いました。調査内容としては、町民が多く利用すると思われる

鉄道駅やスーパーマーケット、病院、公共施設、工業団地といった３３か所の施設について、居住地

区や時間別、年代別の人の流れを調査しました。アンケート調査及び人流データの結果から、たまり

んを含めた既存公共交通の課題や新しい施策の根拠となる貴重なデータを得ることができました。 

 これらの結果を基に、町の公共交通再編の基本設計案を策定しました。基本設計案の要旨としまし

ては、１、たまりんは町内全域のミーティングポイント型によるデマンド化、２、既存交通事業者の

営業への影響を十分に配慮した上で、伊勢崎直行便、高崎直行便もデマンド化、３、来春のイケアの

開店により、ますます住民ニーズが高まる前橋南モールへの移動手段として、既存交通事業者に十分

配慮した上で既存路線バスのバス停、下川団地（中央通り）へのデマンドによる乗り入れ、４、通学、

通勤のニーズに合わせた路線バスの強化の４点から成っています。 

 基本設計案は、１１月１４日に行われた玉村町地域公共交通会議でご承認いただくことができまし

た。基本設計は、町のホームページ上に議事録とともに掲載し、広く住民周知を図る予定です。現在

の進捗状況は、承認された基本設計を基に既存交通事業者や関係機関との協議を継続しているところ

ですが、町外への運行については、該当地域の交通事業者の営業に与える影響が大きいため、基本設
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計どおりの運行がかなわないことも考えられますが、町民ニーズを極力満足させることができるよう、

協議を続けていきます。 

 次に、２点目の今後の予定についてですが、基本設計に基づいた詳細な運行方法等を関係者と協議、

検討し、来年度中に運行開始ができるよう鋭意努力を続けてまいります。 

 次に、３点目のたまりん転換後の新公共交通システム事業の実施方法や財源についてお答えします。

事業の実施方法といたしましては、利用者はアプリや電話で予約し、その予約をＡＩが自動的に集約、

適な運行ルートを生成し、管理する方式としたいと考えています。運行方法は、ミーティングポイ

ント型と呼ばれる停留所間を運行する方法で、複数の予約でも 適なルートを瞬時に選択するＡＩを

活用したシステムを採用し、利用者、運行事業者とも簡便なものにしたいと考えています。なお、運

行事業者については、町内の交通事業者と協議しているところです。 

 財源につきましては、国庫補助事業であるデジタル田園都市交付金を活用し、一般経費の持ち出し

を極力圧縮できるよう検討しています。 

 運行初年度と運行経費見込みの積算をしているかとのご質問についてですが、現在、全体事業費を

交通事業者と交渉中であるため、具体的な費用はお示しできる状況ではありません。次年度以降の運

行費についても同様でございます。また、令和４年度のたまりんの運行費と比較して、次年度以降の

運行経費も含めて、町の一般財源の持ち出し額が増えるのかという質問についても、現段階ではお答

えすることができません。 

 それから、地域の交通事業者への説明は済んでいるかとのご質問ですが、令和５年度に入ってから

公式、非公式も含め、折に触れて意見交換等を行い、１１月１４日に行われた地域公共交通会議にお

いても交通事業者を含め、関係者への説明は済んでおります。交通事業者の反応については、肯定的、

否定的意見等ありますが、今後も既存交通事業者の影響を 小限にとどめつつ、住民の利便性確保を

図れるよう交渉を続けてまいります。 

 後に、課題についてとのことですが、今後の課題と町外への停留所の設置につきまして、新町駅

と駒形駅への運行ニーズが高いことは、アンケート、人流データからも明らかですが、交通業者から

は、町外の停留所設置による既存乗客の減少による営業圧迫の懸念が強くあります。また、町内交通

事業者のみならず、近隣市の交通事業者への影響及び近隣市の交通施策にも影響を及ぼすこともあり

ます。そのため、町外の停留所の設置については困難な状況にあり、大きな課題となっているため、

引き続き研究、検討が必要となります。 

 次に、空き家対策についてお答えします。まず、１点目の玉村町には空き家が現在何件あるか、ま

た空き家をどのような定義でどう捉えているかについてお答えいたします。まず、空き家の定義です

が、建築物、またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態

であるもの及びその敷地を空き家としています。また、空き家件数につきましては、令和４年度中に

調査した結果、令和５年３月時点で２７４件となっております。調査方法につきましては、水道使用
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量が少ない家屋及び水道メーターを撤去した家屋４５８件を抽出し、家屋の所有者等に対するアンケ

ート調査及び外観目視による現地調査により空き家と判断しました。 

 次に、２点目の改正特措法の主な内容は、税の軽減除外の拡大以外にほかにどのようなものがある

のか、３点目の改正特措法の施行により発生する町の具体的職務は何かについては、関連がございま

すので、併せてお答えします。本改正は、居住目的のない空き家のさらなる増加が今後も見込まれる

ため、除却等のさらなる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や適切な管理を強化する必

要性から行われたものです。改正の概要につきましては、空き家所有者の責務を強化すること、具体

的には所有者に対して現行の適切な管理の努力義務に加え、国、自治体の施策に協力する努力義務が

課されることになりました。また、空き家の活用拡大、管理の確保、特定空家の除却等の３本柱で対

応を強化することとなっております。 

 具体的にいいますと、活用拡大につきましては、空家等活用促進区域の創設により、用途変更や建

て替え等の促進が可能となるほか、空家等管理活用支援法人の創設が可能となります。管理の確保に

つきましては、特定空家の未然防止として、放置すれば特定空家となるおそれのある空き家、いわゆ

る管理不全空家に対して市町村が指導、勧告を行い、従わない場合は固定資産税が６分の１になる住

宅用地特例の解除ができるようになります。 後の特定空家の除却等につきましては、代執行の円滑

化や相続放棄や所有者不明の空き家への対応として、市町村が財産管理人を選任することで修繕や処

分ができるといった内容になっております。 

 後に、４点目の移住、定住を目的にしている空き家バンク制度と空き家の撤去に補助金を支出す

る玉村町空家除却補助事業の整合性をどのように考えているのか、また玉村町空家除却補助事業の実

績と申請件数の傾向はどのようになっているかについてお答えします。玉村町空き家バンク制度及び

玉村町空家除却補助事業の目的でございますが、空き家バンク制度は空き家等の有効活用を通して、

定住の促進と管理不全空き家の解消を図ることを目的として、空家除却補助事業は地域の住環境の向

上を図ることを目的としております。空き家バンク制度は、まだ活用できそうな建物について活用し

てもらうことで空き家を減らし、除却の補助事業は建物としての活用を見込んでいないもの、除却し

て更地にしたほうが活用しやすいものについて補助を行い、空き家を減らすもので、手法は異なりま

すが、空き家を減少させ、住環境の向上を目指すことには変わりありません。 

 除却補助を受けて空き家を除却した多くの土地に住居が新築されたり、住宅用地になっていたりす

ることから、管理不全空家の解消と定住が図られ、住環境の向上につながっていると考えています。

空家除却補助事業の実績につきましては、令和元年度から実施し、本年度で５年目となりますが、令

和元年度から令和４年度までに３１件の補助を行っております。内訳としましては、令和元年度が４件、

令和２年度が１０件、令和３年度が１０件、令和４年度が７件となっており、本年度は１３件に対し

て補助を行う予定となっております。件数の傾向につきましては、年度によってばらつきはあるもの

の、おおむね１０件程度で推移しております。 
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 次に、主権者教育についてお答えします。まず、１点目の町では主権者教育をどのように捉えてい

るのかについてお答えします。平成２８年７月に選挙権年齢が１８歳に引き下げられたことを受け、

主権者教育の重要性は急激に高まりました。主権者教育とは、国や社会の問題を自分の問題として捉

え、自ら考え判断し、行動していく主権者を育成することとして、町といたしましても大変重要であ

ると考えております。主権者教育を行う上で、学校教育が重要なことは言うまでもありませんが、低

下し続ける投票率を上げるためには、学校教育だけではなく、家庭や地域のほか、自治体レベルでの

主権者教育の推進と定着化も必要であり、主権者教育の対象も子供や若者だけでなく、あらゆる世代

を対象にするべきだと考えております。 

 当町においても、従来の啓発活動に加え、コロナ禍前までは出前講座による高等学校での模擬投票

や、先月行われました産業祭では産業祭の来場者を対象に本物の投票箱と記載台を使用した模擬投票

を行い、選挙体験を身近に感じてもらう催しなどを実施しました。これらの取組の成果が現れるには

少し時間がかかることと思いますが、今後も学校や地域と連携を図りながら、あらゆる世代に対して

も働きかけられるような総合的な視点で主権者教育に積極的に取り組み続けていきたいと考えており

ます。 

 次の学校での主権者教育の考え方等についてのご質問は、教育長からお答えいたします。 

◇議長（石内國雄君） 教育長。 

              〔教育長 角田博之君登壇〕 

◇教育長（角田博之君） 羽鳥議員の主権者教育についてのご質問にお答えいたします。 

 まず、学校では主権者教育をどのように捉えているかについてですが、文部科学省の主権者教育指

導資料では、主権者教育の目的を単に政治の仕組みについて必要な知識を習得させるのみならず、主

権者として社会の中で自立し、他者と連携、協働しながら社会を生き抜く力や地域の課題解決を主体

的に担う力を発達の段階に応じて身につけさせるものと示しています。玉村町の学校においても、こ

れを基本的な考えとして主権者教育を推進しています。 

 実際の授業の中では、社会科、家庭科、総合的な学習の時間等において、身近な地域のごみの減量

や災害対策、少子高齢化等の諸問題の解決に向けて、自分たちなりに考え、行動できるような学習を

行っています。また、特別活動では、子ども会議や子ども議会の取組をはじめ、学級の諸問題につい

て話し合ったり、児童会や生徒会の代表を自分たちの責任で決定し、よりよい学校について考え、実

行したりすることで、自治意識の醸成につなげています。 

 次に、学校では道徳教育をどのように捉えているかについてですが、学習指導要領では学校におけ

る道徳教育の目標として、自己の生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した一人の人間と

して他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うこととしています。現行の学習指導要

領から、特別の教科道徳として教科化された授業を中心として、学校教育全体を通して行っておりま

す。 
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 特別の教科道徳の授業では、主たる教材として教科書を使用しながら、自主自立、自由と責任、友

情、信頼、公正公平、生命尊重など、学年ごとに示された２２項目の内容を計画的に学習しています。

答えが１つではない道徳的な課題について、仲間や先生との対話の中で多面的、多角的に考え、人間

としての生き方について考えを深めています。このような取組を充実させることで、子供たちの道徳

性を高めるだけでなく、互いを認め合う温かい学級の雰囲気も醸成されています。 

 後に、主権者教育と道徳教育の学習指導要領上の位置づけ及び教員の研修についてですが、学習

指導要領の総則では、子供たちや地域の実態を把握し、主権者教育や道徳教育も含め、様々な教育内

容を教科横断的な視点で組織的、計画的に組み立てて質の向上を図る、いわゆるカリキュラム・マネ

ジメントの充実が求められております。また、現代的な諸課題に関する教育内容の例として、主権者

に関する教育と社会科、特別の教科道徳、特別活動、家庭科等の学習内容との関連についての記述が

あります。その中で、特別な教科道徳では、先ほどの２２項目の中でも特に主権者教育と関連が強い

「規則の尊重」、「公正公平」、「勤労、公共の精神」、「よりよい集団生活」、「郷土の伝統と文

化を愛する態度」、「我が国の伝統と文化を愛する態度」等の内容が具体的に示されています。各学

校においては、これらを系統的に他教科等との関連を図り、学習を進めています。 

 教員の研修については、校内研修及び県総合教育センター等における研修を計画的に行っておりま

す。また、昨年度、玉村小学校が文部科学省及び群馬県教育委員会の道徳教育推進研究指定校として

群馬大学と連携し、年間を通して道徳教育の推進を図る研修、研究を行い、町内及び県全体の学校に

その成果を発表しました。今年度は、町内の各学校でこの研究を参考にした、考え、議論する道徳の

授業実践を進めています。 

 玉村町の学校教育においては、目指す子供像を「自ら考え判断し、自ら行動できる子供」とし、学

力テストでは図れない積極性や協調性、粘り強さなど、新たな時代を切り開いていくために重要な、

いわゆる非認知能力の育成を目指しています。学校における主権者教育、道徳教育のより一層の充実

とともに、教育活動全体を通じて子供たちが持続可能な社会の担い手として主体的に行動しようとす

る資質、能力を育成してまいります。 

◇議長（石内國雄君） １番羽鳥光博議員。 

              〔１番 羽鳥光博君発言〕 

◇１番（羽鳥光博君） では、自席より質問させていただきます。 

 まず、新公共交通システムの関係のことなのですけれども、大変新しい言葉が出てまいりました。

運用については、ＡＩシステムを活用したミーティングポイント型を導入して、デジタル化社会の対

応を図っていこうということですけれども、大変難しい言葉なので、まずミーティングポイント型と

か、そこにＡＩシステムをかませるというのはどのようなことか、もう少し具体的に教えてください。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 髙柳 功君発言〕 
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◇環境安全課長（髙柳 功君） お答えいたします。 

 ミーティングポイント型というのは、簡単にいいますとバス停のような形で、こちらのデマンド交

通につきましては、ドア・ツー・ドア、タクシーと同様な形のデマンドでお客様を運ぶという方式も

ございますけれども、それだとタクシーの営業を大変圧迫してしまいます。そちらを少し考慮した中

で、ミーティングポイント型というのは今のたまりんと同様のバス停のようなもの、タクシーとお客

様が会うポイントをあらかじめ決めておいて、そちらから乗降するという、そういった形でございま

す。 

 ＡＩを活用したシステムと申しますのは、タクシーの今のオペレーションでは、ほとんどのところ

は電話でオペレーターの方がお電話を受けて、タクシーの運転手さんにどこどこにお客さんがいるの

で、お迎えに行ってくださいというやり方になると思うのですけれども、今後玉村町で行っていきま

すデマンドタクシーにつきましては、乗合が基本になりますので、複数の方を同じ車両でお迎えに行

く形になると思います。そうなった場合に、やはり運転手さんの勘とか慣れとかということだけでは

なくて、まだ玉村町のことをよく知らないドライバーさんでもどこどこへ行って、まずは１人目のお

客様を乗せて、その後、次に待っているお客様のところに行くというのをＡＩのほうで 適なルート

を考慮、選択して、車内にあるタブレットに地図が映っていますので、そちらにこことここに行って

くださいという経路まで表示するという、そういった形で運行するというものでございます。 

◇議長（石内國雄君） １番羽鳥光博議員。 

              〔１番 羽鳥光博君発言〕 

◇１番（羽鳥光博君） ミーティングポイントというものは、現在のたまりんが町内４路線、それか

ら玉村伊勢崎１路線、玉村高崎１路線の町外２路線、計６路線が走っておりまして、全ての路線につ

いて収支比率１０％を下回るということで県からの補助金が頂けないけれども、コロナの関係で玉村

伊勢崎線だけは若干県の補助金を頂いているという中で、ミーティングポイントは現行のたまりんの

停留所とイコールであって、それを今後増やしていく予定がありますか。あるいは、高崎市、伊勢崎

市への直行便についてもデマンド化というようなことをお話しされましたけれども、そこのミーティ

ングポイントについても増やしますか。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 髙柳 功君発言〕 

◇環境安全課長（髙柳 功君） お答えいたします。 

 まず、町内のミーティングポイント、停留所といったほうが分かりやすいのかなと思いますけれど

も、停留所につきましては、当然増やしていく予定であります。今現在、基本的には医療機関である

とか大きめなスーパーであるとか、そういったところにたまりんの停留所があります。そちらはその

まま使う、たまりんの停留所については変更しないで。さらに今現在、コンビニも大分増えておりま

す。高齢者の方がコンビニへお買い物に行くということも増えておりますし、ドラッグストアなども
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大分件数も増えておりますので、まずそういった商業施設は増やしていく、追加していく。また、ご

自宅のそばに停留所がない方も一定数いらっしゃいますので、それを今回の補正予算で計上させてい

ただきました。バス停の追加の検討、そちらのほうを行いまして、おおむね例えば３００メートルく

らいのところ、ご自宅から３００メートル以内のところに停留所がない方につきましては、そういっ

た場所に停留所を追加すると、そういった取組もしていきながら、また運行していく中でここはどう

しても必要だということがあれば、もちろんそれは随時追加をしていくように検討は進めてまいりま

す。いずれにいたしましても、町内のデマンドにつきましては、現行の停留所から確実に個数は増え

ると思います。それは、年々増えていく傾向になるのかなというふうに思います。先行して行ってい

る富岡市などは、ちょっと個数は忘れましたけれども、 初に比べて年々何十か所もミーティングポ

イントが増えていっているということは聞いておりますので、やはり住民のニーズのほうをある程度

聞いていく中では、どうしても停留所は増えていかざるを得ないのかなというふうに思っております。 

 一方で、高崎直行便、伊勢崎直行便の現行の停留所から増やすのかというお話でございますけれど

も、こちらは大変難航しておりまして、交通事業者の方とお話もし、また県のタクシー協会の理事さ

んともお話をしていく中で、やはり玉村町の交通事業者の影響だけを考えるのではなくて、行った先、

伊勢崎市であるとか高崎市の交通事業者に当然配慮していただかないと、そちらの営業を圧迫する。

帰りの便がなくなってしまうおそれがあるというお話をいただいておりまして、そちらに関してはも

ろもろ条件をいただいております。 

 今、我々のほうで、ここは 低行かなくてはいけないだろうというところとしましては、町外、伊

勢崎市、高崎市につきましては病院、伊勢崎便は市民病院まで行っておりますけれども、市民病院の

停留所は残させていただきたい。また、高崎便については黒沢病院に行っていますので、黒沢病院は

残すと。そのほか商業施設的なところにつきましては、今後さらにその辺りの運行地域としている伊

勢崎市、高崎市のタクシー事業者等と早急にまた協議をさせていただいて、どこが着地点になるのか

というところを早急に検討し、決定をした上で、町外便については運行をしていきたいというふうに

考えております。 

◇議長（石内國雄君） １番羽鳥光博議員。 

              〔１番 羽鳥光博君発言〕 

◇１番（羽鳥光博君） ミーティングポイント、イコール停留所というふうなことと、町外の路線に

ついては停留所の数が減るかどうか、ちょっと今難しい部分があるというふうなことでして、減る可

能性があるというふうなことで受け止めましたけれども、今現在、たまりんは乗るときは停留所で手

を挙げて乗って、降りるときは町道であれば降りることができるというふうなことで、降りるときは

フリーというふうなことで町内１００円でありまして、新しい新公共交通システムのデマンド型タク

シーでは、この停留所と停留所のミーティングポイントが乗降になって、家の前を新しい新公共交通

システムのタクシーが通っても、降ろしてくださいと言っても降りられないのでしょうか。 
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◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 髙柳 功君発言〕 

◇環境安全課長（髙柳 功君） そういった形になるというふうに考えております。 

 ただ、今のたまりんの停留所に比べまして、停留所間が短くなると思います。ご自宅の近くにも停

留所を新たに設置するという形を取る中で、多少の不便はかかると思います。それはやはりどうして

もタクシーとの差別化を図らなくてはいけないので、多少荷物を持って歩いていただくこともあると

いうことになりますけれども、ただそれは歩ける範囲というのですか、多少の不便をかけるけれども、

低料金でご自分の希望した時間にタクシーに乗れて、希望の場所に行けるという、そういった利便性

を考慮した上でそのような形、ご自宅の前に降ろすということもいっとき考えたのですけれども、や

はり乗合の中で知らない人と同じ車両に乗っていく。こういった人がここに住んでいるのだなという

ことが、乗合の第三者、赤の他人に分かってしまうというのも、それはちょっと気持ち悪いねという

ことが地域の座談会等でありまして、やはりちょっとドア・ツー・ドア的なものに関しては行わない

ほうが防犯上からもよろしいのかなということで、タクシー事業者に考慮するという部分と、防犯、

そういった形も考慮した上でミーティングポイント型に決定をさせていただいたところです。 

◇議長（石内國雄君） １番羽鳥光博議員。 

              〔１番 羽鳥光博君発言〕 

◇１番（羽鳥光博君） 料金が町内１００円、町外が２００円ということで、ミーティングポイント

型でアクセスポイントを増やすということですけれども、想定される１回の料金はお幾らを予定して

いますか。 

 それと、もう一つは、タクシーですと迎車で今６００円くらいですか、取られますけれども、３社、

玉村町に入っていますけれども、３社のうち２社は新町、１社が玉村町にありまして、台数が少ない

というふうなことで、タクシー補助券を町が発行しておりまして、７５歳で４８枚ですか、１枚

５００円の券を。これも使い切る人と使い切らない人がいますけれども、そういったところはどうお

考えですか。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 髙柳 功君発言〕 

◇環境安全課長（髙柳 功君） お答えいたします。 

 料金の想定につきましては、当然今のたまりんよりも利便性が上がりますので、値上げをせざるを

得ないのかなというふうに思っております。町内は一律料金を考えております。町外につきましては、

町内料金よりも高くした上で、例えば伊勢崎市の市民病院、伊勢崎市のほうには群馬中央バスが行っ

ておりますので、交通事業者、また地域公共交通会議の中でやはりバス便との料金のある程度の整合

性というのですか、バスが今役場からですと伊勢崎市民病院まで４００円とか４５０円とかで行って

おります。それよりも安過ぎるとなりますと、今度はバスに乗る方がいらっしゃらなくなってしまい
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ますので、その辺りは十分考慮して料金のほうは設定していただきたいということでご指摘を受けて

おります。例えばでございますけれども、今のたまりんの町内便１００円というのが３００円とか、

町内どこへ行っても１乗車３００円とか、町外につきましては５００円とか、その辺りの金額が大体

の目安になってくるのかなというふうには考えております。 

 ただ、こちらも町のほうで料金を決められるわけではなくて、地域公共交通会議、また新しく法律

が改正になりまして料金を決めるときには協議会のような、ちょっと正式名称は失念しましたけれど

も、やはり料金部会のようなものをまずはつくって、なおかつ住民の方にこういうことで料金のほう

を決めたいということを広く周知した上で、でないと料金のほうは決定できないというふうに法律の

ほうが改正されておりますので、今後、関係者と協議をする中で、ある程度の金額のベースが決まり

ましたら、運賃協議会を開催した上で、また住民の方に広く周知をしました上で設定、決定になると

いう形になります。 

 タクシー券が使い切らない。確かにいろいろな方がいらっしゃいまして、タクシー券の申請自体を

もしものときのためにということで申請されている方が大変多くて、特に免許をまだ持っていらっし

ゃる７５歳以上の方でありますと、使用する方というのは本当に数％しかおりません。また、アンケ

ートの中でもタクシーを呼んでもなかなか来てくれないと、車両がないので、今すぐは行けませんよ

というようなことを言われて乗れないという方もいらっしゃいました。今後、デマンド化になります

と、事前の予約によってデマンドタクシーのほうがミーティングポイントまで迎えに行くという形に

なりますので、デマンドタクシーの混みようによって、例えば１０時にどこどこの停留所で乗って、

どこどこのスーパーに行きたいという、そういった予約をしたときに、その時間は先約があるので、

先に予約をいただいた方をまず迎えに行って、その後になるので、ご希望の１０時ではなくて、１０時

１５分くらいになりますよ、それでもよろしいですかというようなことをアプリのほうがＡＩのほう

で経路検索等をして、決定をして、そういった提案もしながら予約のほうは受ける形になりますので、

まるきりタクシーほど便利ではないのですけれども、ある意味乗れない、ご自分のご希望のとおりに

は若干いかない部分もあるけれども、まるでタクシー、デマンドタクシーに乗れないということは減

ってくるのかなとか、ほとんどなくなるのかなというふうに我々期待しております。ただ、それが定

着をして、デマンドで皆さんお出かけになるということになると、デマンドタクシーの台数が足らな

くなる可能性もありますので、そうなった場合にはデマンドタクシーを増車するということも将来的

には考えなくてはいけないことがあるのかなというふうにも思っております。 

◇議長（石内國雄君） １番羽鳥光博議員。 

              〔１番 羽鳥光博君発言〕 

◇１番（羽鳥光博君） 丁寧な説明をありがとうございました。 

 私が調査したところによりますと、昭和村はデジタル田園都市国家構想推進交付金の交付決定を受

けて、対象経費がソフト経費１，４６０万円、ハード経費１，７８０万円、関越交通に委託して２台
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のバスを購入するというふうなことで、国から２分の１の交付金を受けるというふうなことで事業を

令和５年３月から新しいデマンド型交通システムを入れたというようなことですけれども、玉村町も

町長の説明ですとデジタル田園都市国家構想推進交付金を受けるというようなことで、既に交付申請

をされて、交付決定が来年４月でないと、来年秋以降のたまりん、新しい新公共交通システムは動か

ないと思うのですけれども、財源等私が細かく聞きましたけれども、お答えが全くないのですけれど

も、恐らくこのデジタル田園都市国家構想推進交付金を使うのであれば、事務レベルとしては既に交

付申請がされているはずだと思うのですけれども、まずそれが１つ。 

 それから、もう一つ大切なことは、先ほど人流データ関係の調査を行ったというふうなご回答があ

った中で、高崎市民がたまりんを活用して玉村町への移動が行われたというような調査結果が出てお

って、高崎市から交通分担金２００万円程度がもらえるのではないかというようなお話を私は聞いて

おります。実際、来年度以降の特定財源として、この交通分担金が取れるというふうなことになれば

大変な貴重な特定財源でありますから、これ大いに高崎市役所と折衝して取っていただきたいと思っ

ています。まず、こういうふうなことは来年度一般会計当初予算、あるいは補正予算の中で歳入予算

として明確に明示されてきますから、今そういう事実が分かっておるのであれば、お話しいただきた

いと思います。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 髙柳 功君発言〕 

◇環境安全課長（髙柳 功君） お答えいたします。 

 デジタル田園都市国家構想推進の交付金の申請なのですけれども、まず担当レベルではデジタル田

園都市国家構想推進の交付金の申請を今年度行わせていただきたいというお話をしております。それ

については県のほうも、今までの話の中ではぜひ申請してくださいということをいただいております。

ただ金額につきましてはまだ不確定要素がたくさんあります。というのもやはり交通事業者もまだ正

式に決まっているわけではないですし、なかなかこちらのデマンドを動かすに当たってはどうしても

交通事業者のご理解をいただかなくてはいけないのですけれども、交通事業者もやはり利益を優先し

なくてはいけないですし、なかなか今タクシーの運転手さんも集まらない中で、やはり運行するのも

いろいろ問題があるという中で、まだ正式にこのくらいの経費がかかるというのは、もう本当の概算、

こちらの腹積もりと向こうの腹積もりをある程度すり合わせている段階ですので、町長の答弁にもあ

りましたとおり、まだ正確な金額につきましてはお答えすることができないということになります。 

 人流データの高崎市から玉村町への分担金というお話、こちらは今現在、前橋市と共同で運行して

おります新町玉村線、玉村前橋線、こちらの負担金の関係なのですけれども、こちら高崎市さんのほ

うにはこういった今現在の状況があって、何とか一部負担していただけないかということは担当レベ

ルでお話をしました。そちらの結果なのですけれども、お話は分かるのだけれども、新町玉村線、玉

村前橋線の永井バス自体は何十年と運行しているわけですけれども、当初話がなかったものを今急に
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そういったことがなぜ持ち上がったのかと、それなら 初の段階で分担金の話があってしかるべきで

はないかというようなご指摘も受けながら、高崎市にも当初こういったバスを走らせるというお話は

したようなのですけれども、そのときに分担金の話は特にしていなかったのでということで、玉村町

の当時を知る人等にも聞いたのですけれども、当時そういう話はしていないと、お金の話は高崎市と

はしていないよということでありましたので、であれば今急に負担金を求められても、ちょっと高崎

市としてはのめないというような返答はいただいております。 

◇議長（石内國雄君） １番羽鳥光博議員。 

              〔１番 羽鳥光博君発言〕 

◇１番（羽鳥光博君） 今のお話、大変重要な問題でして、一般財源確保は経常収支比率を下げるこ

とにもなりますし、それだけ町が自由に使えるお金が増えるということですから、ぜひ交通分担金を

取っていただきたいと思います。なぜかというと、５月に私が昭和村に議員の皆様と一緒に行かせて

いただいたときに、昭和村の公共交通補助金額一覧を見ますと、赤字額が２，３００万円ほどのとこ

ろに昭和村の負担金が１，９８４万円、群馬県の補助金が３２０万円ほどあって、そこに沼田市分担

金４８万４，０００円入っているのです。これ５月のデータなのです。ということは、私は昭和村へ

聞きましたけれども、このやり方というのは別に前橋市と玉村町が共同運行している新町前橋路線は、

そういう約束だから前橋市にキロ数に応じて共同分担金を出しますけれども、昭和村の例は、これは

関越交通に対して昭和村がお願いをして、これだけ沼田市民のために昭和村が運行して、永井バス３路

線に乗っていただいているのだから、お金下さいよと言って取れたお金で、ずっと前から取れたので、

こんなことは環境安全課、私なんかよりずっと前からこの職務をやっていたから気づくはずであって、

過去にも気づくべきであったと思います。こういうのを民法第７２４条の不作為不法行為論に基づく

損害賠償請求ということで、町に対して取れるべきお金を取らなかったと、気づきはなかったと、そ

れは故意であろうが、善管注意義務で一生懸命勉強して取ることもいろいろ考えたけれども、分から

なかったというふうなことであったとしても、結果的に町の歳入確保に全力を上げなかったというこ

とで過去来ていたわけです。だから、 低限そういう交渉を高崎市としているのであれば、ぜひ交通

分担金を未来に向かって取ってきていただきたいと思うのです。黒沢病院でもアピタでも、それから

高崎高等特別支援学校ですか、この件についても高崎市民の方が乗っていて、分担金だって高崎市は、

玉村町が合理的な理由を示せば出していただけると思います。過去に話がなかったからって、過去に

話をすべきだったのです。過去に話をすべきで、一般財源を確保すべきなのにしなかったということ

は、私はこれは行政を執行する人間全員として、議員もチェック機関として指摘、私は民生文教常任

委員会委員長でありますから、こういったことを一般質問通告するときに気づきました。昭和村の資

料を見て。だものですから、この辺は副町長、どうですか、私の議論に対して。 

◇議長（石内國雄君） 副町長。 

              〔副町長 萩原保宏君発言〕 
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◇副町長（萩原保宏君） 引き続き協議を続けていきたいと考えております。 

◇議長（石内國雄君） １番羽鳥光博議員。 

              〔１番 羽鳥光博君発言〕 

◇１番（羽鳥光博君） もう５分しかないので、これは責めているわけでなくて、取れるものは取っ

ていただきたいというようなことですので、委員長という私の立場もありますから、これはぜひ頑張

ってもらいたいと思います。この件はあと５分しかないので、ほかの質問に行きます。 

 空き家対策、質問させてください。町長も６分の１軽減課税の話をされましたけれども、税務課長、

実際のところ、私も二階建てのうちを１回、そこにあった土地の平屋を１回、２回更地にしました。

９０万円と５０万円かけて、もう１５年以上前ですから、固定資産税もしっかり上がりました。でも、

６倍になったわけではないのですけれども、皆空き家を持っていて、古い空き家を壊さないのは、税

金が上がるのだよ、６倍になるのだよという意識があると思うのですけれども、実際のところどのく

らい上がるというふうに思いますか。せいぜい１万円だよ、２万円だよ、６倍になるのではないのだ

と、そこはどうでしょうか。あるいは、都市建設課長でもいいのですけれども、その辺の感触。そこ

が大きく空き家が減らない、美観的にも環境的にもよく空き家なんかが減っていかない理由かと思う

のですけれども、税金関係どうですか。 

◇議長（石内國雄君） 税務課長。 

              〔税務課長 貫井利行君発言〕 

◇税務課長（貫井利行君） お答えいたします。 

 議員のおっしゃるとおり、確かに６分の１、全く６倍に上がるというわけではないのですけれども、

６分の１というのは２００平米までの敷地の面積に係る部分ということになります。それで、各家庭

の土地のもともとの課税標準額にもよると思うのですけれども、何とも金額の問題については人それ

ぞれの考えがありますので、それが多いか少ないかというのはちょっとここではお答えできないので

すが、感覚の問題としては私個人とすればそんなに大きな金額ではないと思っております。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） 税金の話につきましては、先ほど税務課長からありましたように、

確かに２００平米までは６分の１で、それを超えると３分の１というような形になりますので、全く

６倍になるということではないかと思います。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １番羽鳥光博議員。 

              〔１番 羽鳥光博君発言〕 

◇１番（羽鳥光博君） 町の空き家を除却するときが５０万円が限度額で補助金が頂けますね、これ。

その件数も町長からお話がありまして、そこに持ってきて空き家バンクがホームページ上、バンク数
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がゼロということで、民間の不動産会社でも空き家のあっせんをしております。政策提言の町の回答

を見ますと、空き家が古いのに、修繕もしないのに、空き家バンクに登録して使い勝手が悪いものを

誰が借りるのだというところで、ではリフォームして修繕費を出してほしいということで、民間のと

ころの住宅に対してリフォーム補助金などは出せませんという理屈があるところでありますから、私

は思いますのに、空き家バンクは移住、定住とか、目的とすると環境保全とか良好な住まい環境の保

全につながるということですから、この空き家補助金の５０万円を倍くらいにしてあげて、空き家バ

ンクのお仕事を担当の方がやっていますけれども、実際件数が上がってこないので、事務負担も大変

だと思うのです。そういう事務の合理性等から考えて、空き家バンク制度は民間に任せて実際やって

いるのですから、補助金のほうを少し増やしてあげて、事務の軽量化を図った上で予算を補助金のほ

うに回すと。つまり極端なことを言えば、空き家バンクという制度があるのだよということでアピー

ルしてもいいのですけれども、実態がないのであれば、そこは民間に任せて、除却補助金を浮いた経

費でもって増やしてあげれば、どんどん空き家が減っていって、地主さんも更地にして新しく売り出

そうというようなことになって、皆さん住まいはきれいな新しいうちに住みたいと思うのです、入っ

てくる人も。そういうバランスはどうですか。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） お答えいたします。 

 空き家バンクにつきましては、現在ゼロ件ということなのですけれども、登録の仕方なんかもこれ

からちょっと工夫をしていきたいと思っています。今考えておりますのが、国のほうでやっています

業者さんがおりますので、そちらのホームページのほうに空き家バンク、登録があれば載せていくよ

うなことを今現在、進めております。補助金につきましては、確かに金額が大きいほうが進むのかな

というのはありますが、その辺は予算の都合もございますので、またいろいろ考えていきたいと思い

ます。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） １番羽鳥光博議員。 

              〔１番 羽鳥光博君発言〕 

◇１番（羽鳥光博君） 後に、教育長、主権者教育と道徳教育について、日の丸、国家、国旗が法

律で制定されまして、私は県の機関にいたときに、県旗と国旗は毎朝研修所では掲揚しておりました、

順番で。今小中学校でそういうふうなことを行っておりますか。行うことが主権者教育と道徳教育の

一環だと思いますか、いかがですか。 

◇議長（石内國雄君） 教育長。 

              〔教育長 角田博之君発言〕 

◇教育長（角田博之君） そのように国旗の掲揚等をするようにということは、その時々でいろんな
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行事等あるときに国、県を通して通知が来ておりますので、それに基づいて掲揚等をしております。 

                                         

◇議長（石内國雄君） 休憩いたします。１０時１５分に再開します。 

   午前１０時１分休憩 

                                         

   午前１０時１５分再開 

◇議長（石内國雄君） 再開します。 

                                         

◇議長（石内國雄君） 次に、３番松本幸喜議員の発言を許します。 

              〔３番 松本幸喜君登壇〕 

◇３番（松本幸喜君） 議席番号３番松本幸喜でございます。よろしくお願いします。 

 それでは、第１質問に入らせていただきます。まず、公共交通機関の見直しについてということで、

先ほどいろいろな質問を先にしていただいて、ある程度の概要は分かったかと思いますけれども、重

なる部分もありますが、よろしくお願いします。公共交通機関の見直しの進捗状況はどうなっている

か。次の３点について問う。 

 １、停留所の設置場所の基準と設置数。 

 ２、新たな運行システムの方式及び試行と全面移行の時期。 

 ３、住民周知のための働きかけの方法について伺いたいと思います。 

 ２番目といたしまして、空き家対策について、１番、３月議会の一般質問では、空き家件数が２８０件、

先ほどの質問では２７４件と急増しているとの答弁でありましたが、いわゆる団塊の世代が７５歳以

上の高齢者になってきております。今後ますます空き家が増加するものと思われます。新たな計画の

改善点と、今後行われる具体的な取組について質問いたします。 

 １、現状確認として、次の３点について伺います。空き家の件数、管理不全空き家の件数、所有者

が居住している地域、町内か県内か県外かの割合です。 

 ２番目としまして、管理不全空き家等に対する法改正の住民周知の方法として、次の２点について

伺います。町内の空き家の所有者に対する方法、町外または県外に居住する空き家の所有者に対する

方法。 

 ３番、１０月に空き家無料相談会が開催されたが、町民の反応はどうであったか。 

 ４番、空き家無料相談会でのアンケート調査の結果とその分析結果はどのようなものであるのか。 

 ５番、地域おこし協力隊（移住促進）との連携はどのように図っていくのか。 

 次に、空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が１２月に施行される予定で

ある。特定空家や管理不全空家の認定はどのような手順で行われるのか。また、検討する場合はどの

ような機関で行うことになるのか、伺いたいと思います。 
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 ３番、地域おこし協力隊、これの移住促進についてでありますが、町では地域おこし協力隊を募集

し、令和５年４月より移住促進に関する活動を開始したと聞いているが、次の２点について伺います。 

 １、地域おこし協力隊（移住促進）の募集条件に掲げた１年目の目標は何なのか。 

 ２、地域おこし協力隊として、空き家の把握をどのように行っているのか。また、都市建設課との

連携をどのように図っていくつもりなのか。 

 以上の点について質問させていただきます。よろしくお願いします。 

◇議長（石内國雄君） 町長。 

              〔町長 石川眞男君登壇〕 

◇町長（石川眞男君） 松本幸喜議員のご質問にお答えいたします。 

 まず初めに、公共交通機関の見直しについてお答えします。まず、１点目の停留所の設置場所の基

準と設置数についてですが、１１月１４日に開催した地域公共交通会議において、町内にある既存の

たまりん及び路線バスの停留所を使うことが決定しています。また、既存の停留所が地域内にない、

または少ないため不便な場合、停留所の空白地域がないよう増設を検討します。また、行き先として

のバス停についても、現在未設置の公共施設や医療機関、商業地域を中心に増設を検討します。その

基準についても現在検討中でありますが、一般のバス停設置基準が３００メートル以内に１か所とい

う点と、住民の利便性、町内タクシー事業者への経営への影響を考慮しながら、一定の基準を定める

予定です。 

 町外の停留所につきましては、町内のみならず、町外の交通事業者への影響も大きいため、地域公

共交通会議において事業者に配慮した上で決定することとなりました。引き続き町民にとって必須な

場所に停留所を設置できるよう、事業者と協議していきたいと考えております。 

 次に、２点目の運行システムと全面移行の時期についてですが、運行システムについてはＡＩを活

用したミーティングポイント型デマンド運行となる予定です。すなわち利用者はアプリや電話で予約

し、その予約をＡＩが自動的に集約、 適な運行ルートを生成し、管理する方式としたいと考えてい

ます。今後システムの詳細な仕様などを詰めていきます。 

 運行開始の時期ですが、既存の交通事業者と協議中であり、実際の運行事業者が決定前ではありま

すが、活用を予定している国庫補助金などの都合もあり、令和６年度の下期以降に始めたいと考えて

います。なお、運行に当たっては、町内全域及び一部町外を含め、一斉に開始したいと考えています。 

 後に、住民周知の働きかけの方法についてですが、運行事業者との協議が完了し、システムが決

定し次第、広報紙はもちろんのこと、多くの媒体を使って周知するとともに、区長や既存団体にも働

きかけた上で住民説明会等を実施し、制度及び予約の方法等についても広く周知を図っていきたいと

考えています。 

 次に、空き家対策についてお答えします。まず、１点目の新たな計画の改善点と今後行われる具体

的な取組についてお答えします。１つ目の現状確認についてですが、空き家の件数は令和５年３月時
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点の確認において２７４件あり、そのうち管理不全空家に分類されると思われる空き家は１７件とな

っております。また、所有者が居住している地域については、町内居住者が１１２人、県内居住者が

１０７人、県外居住者が５１人、相続等が済んでないため所有者が特定できていないものが４件で、

割合にしますと町内居住者が４割、県内居住者が４割、県外居住者が２割となっております。 

 次に、２つ目の管理不全空家に対する法改正の周知方法についてお答えします。令和５年６月１４日

に空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が公布され、その中でご質問にありま

す管理不全空家等に関する法改正が行われました。改正法の施行に向けて、関連する法令や基本指針

等も改正する予定となっておりますが、現時点では改正法の施行期日や具体的な指針が示されていな

いため、詳細が判明次第、広報やホームページ等で周知したいと考えております。また、町内、町外

を問わず、空き家所有者に対しては空き家調査等を行う際に通知等で周知をしたいと考えております。 

 次に、３つ目の空き家無料相談会の町民の反応について、４つ目の空き家相談会のアンケート調査

の分析につきましては、関連がございますので、併せてお答えいたします。空き家無料相談会は、去

る１０月５日にＮＰＯ法人群馬県不動産コンサルティング協会のご協力をいただき開催いたしました。

相談会開催の周知につきましては、「広報たまむら」９月号、町ホームページ、メルたま、空き家所有

者等へのダイレクトメールで行い、町内在住者６名、町外在住者５名の計１１名から相談がありまし

た。また、アンケート調査結果の分析ですが、相談内容については現在の対策が７件、将来の対策が

４件で、そのほとんどが売買等で処分したいといった相談でした。相談者からは、大変参考になった

との感想が多く寄せられましたので、今後も定期的に開催したいと考えております。 

 次に、５つ目の地域おこし協力隊との連携は、どのように図っていくのかについてお答えします。

現在、都市建設課では、特定空家を認定したり、空家等対策計画を改定するための空家対策協議会を

開催したり、空き家相談会を通して現在の空き家所有者、将来に空き家所有者となる可能性のある町

民に空き家の処分や利活用に関する啓発を行っておりますが、地域おこし協力隊の方にも空家対策協

議会に同席していただき、情報共有を図ったりしており、今後も空き家所有者等に対して啓発活動を

続けていく中で、地域おこし協力隊と協力し合えることを協議し、連携を図っていきたいと考えてお

ります。 

 次に、２点目の特定空家等や管理不全空家等の認定はどのような手順で検討されるのかについてお

答えします。特定空家等につきましては、平成２６年に施行された空家等対策の推進に関する特別措

置法において、その措置が定められております。玉村町においても、平成３１年に玉村町空家等の適

正管理及び活用の促進に関する条例及び玉村町空家等の適正管理及び活用の推進に関する規則、玉村

町空家等対策計画でその措置や手順を定めております。具体的には、特定空家等に該当すると思われ

る空き家を確認した場合、所有者へ適正な管理を依頼します。改善が見られない場合は、特定空家等

に対する措置に関する必要な指針に基づき、立入調査を実施します。認定に当たりましては、調査結

果を基に玉村町空家等対策協議会に諮問し、 終的な決定を行います。 
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 なお、１２月に施行予定となっている空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律

では、特定空家化を未然に防止する観点から、放置すれば特定空家になるおそれのある管理不全空家

について、所有者等に対して管理指針に則した措置を市町村長から指導、勧告を行うことができると

されているところですが、現時点で施行日や認定に係る指針等の詳細が国から示されていないため、

それらが明らかになってから手順等を検討していきたいと考えております。 

 次に、地域おこし協力隊についてお答えします。今年度４月より２名の地域おこし協力隊員が玉村

町に着任いたしました。１名は東京都から移住し、重田家住宅の管理や、主に食を通じた地域の人た

ちとの交流、玉村町の活性化等の活動内容です。もう１名は、奈良県から移住し、玉村町への移住促

進ＰＲや都心部と玉村町とでの２拠点生活を促す活動を行っています。 

 １点目のご質問の移住促進の募集条件に掲げた１年目の目標は何かですが、玉村町に転入しての活

動ですので、まずはこの玉村町のことを理解すること、業務に関する人脈づくりや自身のスキルアッ

プを主な目標にしております。このため協力隊員として自身の情報発信や実際の移住者との意見交換、

必要な資格の受講といったことを行っております。 

 次に、２点目の空き家の把握をどのように行っているのか、都市建設課との連携をどのように図っ

ていくのかとのご質問ですが、協力隊員として認識していただけるように、町内の不動産事業者へご

挨拶に訪問した際に、中古物件の情報を伺ったり、都市建設課からは空き家対策の現状や実情につい

ての説明を受けることにより、情報を収集しております。また、都市建設課とは、玉村町で行う空き

家無料相談会に同席をさせていただくことや、移住の相談者が現れた際には相談者と一緒に空き家バ

ンクの話を聞きに行き、都市建設課へ同行するなどを考えているとのことです。 

 いずれにいたしましても、協力隊員は空き家対策の活動をメインにしているわけではありませんが、

移住促進活動の中で、空き家はその移住先をあっせんするための選択肢としては大事な部分でありま

す。町としてもこれからもしっかりと地域おこし協力隊員の活動をサポートしていきたいと思います。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） まず、第１の質問、公共交通機関の見直しについてなのですけれども、停留

所の設置の基準が３００メーターということなのです。当初聞いていたのが１００メーターくらいの

基準ということで個人的には伺っていたのですけれども、その辺はどのような経緯で３００メーター

になったのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 髙柳 功君発言〕 

◇環境安全課長（髙柳 功君） お答えいたします。 

 先ほど町長の答弁にありました３００メートル以内に１か所というものにつきましては、こちらが

国のほうで示している一般的なバス停設置の基準ということになりまして、これが玉村町にそのまま
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直結するというものであるというふうには今のところ考えておりません。こちらも町内のほうをよく

見て、住家が全然ないようなところに停留所を置いても仕方がないですし、また、たくさんの方が集

まっている場所につきましては３００メートルを問わず、どちらかのしかるべき場所に停留所を設置

するという、そういったことも考えていかなくてはいけないことですし、それのための予算の関係を

先日の補正予算のほうに計上させていただいておりますので、また、業者が決まりましたらその設置

の基準についても改めてよく協議をして、住民の方が不便を感じないような、そういった場所に停留

所のほうは設置していきたいと考えています。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） 利用の方が高齢の場合、特に車に乗れなくなった年代、今、大体８０歳くら

いまで結構皆さんお乗りになっているようなのですけれども、町なかをよく見ますと、あちこちぶつ

けた跡のある車というのが随分増えてきているように感じています。自分自身も気をつけたいなとい

うふうに思いますが、全国的にそういった交通事故等も大変頻発していて、危険な状態の方も結構車

にお乗りになっている方も多いかと思います。その方々が車を手放して買物に行こうというとき、ち

ょっと想像してみていただければ分かると思うのですけれども、両手に買物の荷物を持って帰ってく

るとき、行きは手ぶらでまだいいですけれども、帰ってくるときを考えてみれば、３００メーターの

範囲というような、そうではないということではありますけれども、やはりその辺のところは人口が

ある程度密集している部分であれば、日常的に移動できる範囲の中で停留所を設置していかないと、

利用促進はなかなか図れないのではないかということは事前にもう分かっているかなというふうに思

います。 

 藤岡市ですとか前橋市ですとか、こういった方式でのデマンド化というのが随分前に図られていま

すけれども、では利用者が増えたかというとほとんど増えていないという調査結果が出ています。単

純に今までの停留所をデマンドにしたら利用できるようになるわけではないということです。また、

たまりんと同じ轍を踏むようなことのないようにしていただきたいなというふうに切に願います。 

 今後、距離的なもの、停留所方式ということでやるということなのですけれども、決まった後も定

期的に見直しをするというような予定はあるのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 髙柳 功君発言〕 

◇環境安全課長（髙柳 功君） お答えいたします。 

 停留所に関しましては、実際の運行をしていく中でやはり増やしていくべき場所、また実際運行し

ていてここは必要ないのではないかというところもあると思いますので、そういったことも実際の運

行をしていく中で利用者の方のアンケートであるとか、実際ＡＩのシステムを導入しますと、どこの

バス停、停留所でたくさんの方が降りているとか、ここは１年間一回も使われなかったというような、
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そういったデータのほうも集計ができますので、そういったデータも活用しながら、新たなそちらの

停留所の増設についても検討は当然ずっと続けていくことになると考えています。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） 先ほど１年間使っていないような休眠停留所ができてというようなことなの

ですけれども、休眠停留所があったとして、何か不都合はあるのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 髙柳 功君発言〕 

◇環境安全課長（髙柳 功君） デマンドになりますと、特に使っていない停留所があっても、実害

というのは特にありませんので。ただ、やはりどんどん、どんどん増えていってしまうと、ＡＩを使

うにしても停留所間が物すごく近い、例えば５０メートル離れたところにもう一個つくったとなれば、

もともとあった、さほど使われないようなところに関してはどうしようかという検討が入るのではな

いかというふうに考えております。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） デマンドの 大の特徴、今まで路線バスの場合は線をつないでいるので、停

留所がいっぱい増えると時間もかかります。回る範囲も広くなりますし。ところが、このデマンド型

の場合は点と点をつなぐのです。休眠のところがたとえ増えたとしても、点と点をつなぐので、乗れ

る人数は大体１台６人くらいですか、 大６人とか７人とか、そのくらいのものになりますから、時

間的なものだとか、その他の不都合というのはほとんどないわけです。 

 もちろん先ほど言ったように、あまりにも多くなった場合は整理する必要はあるかと思いますけれ

ども。ということで、個々に対応をしようと思えばできるわけです。毎日毎日その人が使うわけでは

ないので。条件としては、１回につき６人程度の乗車という範囲の中で時間配分をしながら、停留所

にバスが直接迎えに行くというようなことで、時間的なロスですとか、待ち時間が非常に長くなると

か、そういうようなことは利用者の数によって決まっていくだけであって、停留所の数で影響は受け

ないわけです。 

 ですから、極力オンデマンドに近い形で、事業者さんがタクシー会社になるということで、その辺

の交渉は大変難しくなるかと思うのですが、オンデマンドに近いような停留所の設置ということは目

指していけるのではないかと思うのですけれども、その辺はどう考えますか。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 髙柳 功君発言〕 

◇環境安全課長（髙柳 功君） すみません。私のお答えが少し足らなかったと思います。 

 １年間というのは、特に１年間使われなかったからもうすぐにやめるとか、そういうことではなく
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て、例示として挙げさせていただいただけでございますし、今後こちらが運行を開始して、やはりず

っと効果等は見ていかなくてはいけないので、その中で検討していくということで認識しております。

なので、先ほどのお答えした１年間がどうとかということは、あくまで例示、あくまで過程の中の話

ですので、特に１年使われていなかったから停留所をすぐに廃止するということではないということ

であります。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） 私の質問の仕方も悪かったかと思うのですけれども、１年で精査してどうの

こうのということではなくて、停留所の数をたくさん増やしておく。３００メーターの範囲ではなく

て、実際問題５０メートルだって厳しいと思いますけれども、そのくらいの範囲の中で停留所を設置

したとしても、送迎をするための時間ですとか待ち時間ですとかというのは、６人なら６人までしか

ないわけですから、それぞれ点と点を結んで 短距離を行くというＡＩ方式ですので、その辺の時間

的な距離ですとか、時間的にすごくかかるとかというような調整というのはされているわけですから、

オンデマンドとは言わなくても、オンデマンドに近い形での停留所の配置というのはできるのではな

いかということです。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 髙柳 功君発言〕 

◇環境安全課長（髙柳 功君） 停留所の数につきましては、今後検討をもちろんしていきます。先

ほどの３００メートルというのは、あくまで国が一般的に示しているものでございますので、それを

特に遵守するという考え方はございません。 

 ただ、松本議員がおっしゃられる、お買い物の帰りに両手に荷物を抱えてという形になりますと、

例えば足が悪いとかというような方であれば、そちら帰りだけは通常のタクシーを呼んでいただいて、

本当に玄関先まで送っていただくというような、そういった形も取れると思います。タクシー事業者

に関しましては、こちらのデマンド交通になるに当たって、やはりドア・ツー・ドアのお客様が相当

数食われてしまうのではないかということを懸念されておりますので、やはりタクシーを利用すると

いう習慣、タクシーの利用促進も併せて、こちらのデマンド開始に当たって伸びればいいのではない

かと。やはりタクシー事業というのは今後の高齢化社会においてなくてはならないもの、デマンド交

通というのはある程度時間のほうも限られておりますので、デマンドが動いていない時間はタクシー

を利用していただかざるを得ないことになりますので、そういった両方をハイブリッド的に使ってい

ただく方式というのも、改めてそういった住民周知の中でお話のほうはしていきたいと考えておりま

す。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 
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◇３番（松本幸喜君） この新しいやり方が成功するかどうか、その点について私は非常に重要なと

ころが２点あると思っているのです。今まで言われたように、いかに近くに停留所を配置できるか、

これがまず主要な問題だと思います。それがないから、現在のたまりんも利用されないのです。たま

りんは、私の個人的な見解では、使い方によっては利用価値があると思っています。あるのですが、

特に利用できない。しないのではなくて、できない理由というのは、停留所の位置なのです。ほとん

どの方にとってみれば、先ほど言ったように、荷物を持って家にたどり着けない。そういうような場

所といいますか、設置数しかないがために、利用したくても利用できない。逆に言うと、その周辺に

いる人にとっては利用しているのです。それが年間７，０００件くらいの人数になっているわけで、

停留所の数、そこによってこの事業もたまりんと同じようになってしまうのか、ほかの市町村よりも

もっと利便性の高いものになるのか、その辺の町全体の大きなイメージを変えるような重要なものに

なるかというふうに思っています。ぜひ今後も事業者と検討していただいて、富岡市の場合、バス停

２５０か所くらいから始まりましたけれども、現在６００か所を超えているというような状況になっ

ていますので、地道な検討が必要かと思いますけれども、ぜひ検討していっていただけたらというふ

うに思います。 

 それと、住民周知の働きかけ、いろいろ考えていただいているようなのですけれども、事前にそう

いう座談会というような形でいろんな地区で住民の方の意見を聞いて、決まってから、はい、こうで

すよではなくて、意見を聞いて、それを積み上げるような形で今やっていただいているようですので、

大変先進的な取組になっているのではないかなというふうに私としては感じています。 

 もう一点ですけれども、ここにはないのですけれども、要望としてなのですけれども、実際に今の

タクシーを使っている人たちの感想を、いろいろやっていたものですから、いろいろ聞いているので

すけれども、特に運転手さんの社員教育といいますか、接し方、これが大きな私もう一個の隠れた成

功するかどうかのポイントになってくるのかなというふうに感じています。中には半べそかきながら

タクシーで帰ってくる方もいらっしゃいまして、運転手さんはそんなつもりはほとんどないようなの

ですけれども、対応が怖いと。 初からおそるおそる乗っているというようなところもあるので、そ

ういった高齢者の感じ方、捉え方、そういったものをある程度事業者さんのほうにも今後の対応の中

で感じてもらうような研修ですとか、そういったものもしていただけたらなというふうに思います。

その点はどう感じているでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 髙柳 功君発言〕 

◇環境安全課長（髙柳 功君） そのようなご意見も役場のほうにも届いておりますので、都度事業

者のほうにはそういった苦情があったということはつないでおりますし、今後また公共交通の本当の

一端をデマンドとして担っていただくようになれば、運転手さんももちろん親切に対応していただか

なくては、ますます今以上にそういったことも望まれますので、そちらは事業者ともよく密に連絡の
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ほうを取りながら、運転手さんの教育についても要望していきたいと思います。ありがとうございま

す。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） ぜひよろしくお願いします。 

 ますますこういうふうになると、高崎市ですとか前橋市ですとかという市部の周辺に住んでいる人

たちの住環境と、玉村町の住環境、高齢になった人たちの住環境を考えてみると、これが成功すれば

ずっと便利になる。より差別化できるような町として胸を張れるのではないかなと、大変期待してお

りますので、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思います。 

 次に、空き家対策について伺いたいと思います。管理不全空家が現在１７件あるというようなこと

なのですけれども、この１７件に対して具体的にはどのような取組がされているのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） お答えいたします。 

 まだ管理不全空家というものがはっきり確定しているわけではなくて、外観から見たりするとこれ

からなり得るということですので、今のところ特にそちらに対しては行っておりません。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） 今後行う予定はあるのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） 法律が改正されれば、そちらをもう一度確認をして、管理不全空家

になるという可能性があれば、所有者の方に連絡をして、適正な措置をしていただくような形になる

かと思います。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） 管理不全空家については、なり得るということで可能性のあるところが特定

されているわけなので、管理を促すような、そういった通知ですとか、そういったものは現在行って

いるのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 
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◇都市建設課長（原田英樹君） まず方法といたしましては、空き家のアンケート調査なんかを送る

ときに除却制度の案内だとか、無料相談会の案内だとか、そういったものを送っております。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） 所有者が町内にいる方は、この１７件のうち何件くらいだというふうに、情

報をつかんでいるようだったらお願いします。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） 今ちょっと手元に資料がないので、分からないのですけれども、取

りあえずはその管理不全空家候補になるものについては、今のところ町内町外の確認は取れておりま

せん。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） １０月に無料相談会を行っていただいて１１名の参加、希望としては１２名

いたようなのですけれども、市部で同じようなことをやったとしてもせいぜい数件なのです。その中

で１１件あったと、実際に来られたというようなことで、大変ニーズが高いのではないかなというふ

うに思うのですけれども、この辺についてはどのように評価されているでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） お答えいたします。 

 議員のおっしゃるとおり、１０月５日に空き家無料相談会のほうを開催いたしまして、１１名の参

加をいただきました。内容とすると、現在の相談が７件で、将来的になる可能性があるということで

４件の方がいらっしゃっています。今まで無料相談会をやっていなかったので、その関係でいらっし

ゃるという、１１名という人数があったのかなというふうには感じておりますが、その後のアンケー

ト、聞き取りなんかをしたところ、大変役に立ったということでしたので、また今後も引き続き無料

相談会を定期的に行っていきたいと考えています。 

 取りあえずＮＰＯ法人群馬県不動産コンサルティング協会の方とは既に話をしまして、大変好評だ

ったので、年が明けて２月頃にもう一度、その後はまた時期を見て定期的に、年間４回とか５回とか

というような数ができればいいなというふうに今考えております。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 
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◇３番（松本幸喜君） 本当に頻繁に気軽に寄ってもらえるような環境を整えていただけると、所有

者の方などに話を聞きますと、なかなか面倒というか、相続関係でいろいろもめていたりなんだりと

いうようなことが相当数感じられます。そういったことに対するものも含めて、相談ができたという

ようなことも聞いておりますので、法的なものも含めて対応が必要な場合も出てくるかと思うのです

けれども、もう一つは町内の不動産の専門家、不動産事業者さんがいらっしゃるわけで、そういった

ところとの顔つなぎといいますか、行政が直接売買に関わることはできないわけですし、やれないと

思いますので、そういったところと、この相談会をきっかけにして連絡を取っていただくような、そ

ういうような方向というのはあるのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） おっしゃるように、以前にアンケートを取ったときも、売却したい

というお答えが結構多かったのですけれども、どうしたらいいか分からないという方もそのうちの多

くだったのです。 

 今回、無料相談会をやっていただいたコンサルティング協会、こちらのほうは不動産鑑定士、弁護

士、建築士、司法書士とか、そういった方も協会の中に入っていて組織されますので、やはり丁寧に

対応してくれるので、相談に来た方はそういった方に引き続きお願いしたいという考えもあるようで

すので、ちょっと組織的に町の業者さんが組織とかに入っていただいてあればいいのかなとは思うの

ですが、やはり来た方の考え方ですと、ぜひその相談をした延長として任せたいというのが、なかな

か心情のようなことでも聞いております。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） 法人の方に聞きますと、もちろんそういった資格をお持ちの方が法人を運営

しているわけなのですけれども、直接売買に積極的に関わるというようなことは、事情によってする

かもしれないですけれども、非常に遠隔地で不動産屋さんが手を出しづらいような、そういったもの

について法人が行って相談に乗るというようなことはしているようなのですけれども、今ある既存の

土地だとか、売買してもおかしくないような、そういうようなところについてはＮＰＯ法人さんのほ

うで積極的にそれに関わる、商売につなげていくというような、そういう関わり方はしていないとい

うふうに聞いているのですけれども。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） 一応相談等については無料でやっていただきまして、あとどうして

もその方が不動産屋さんにお任せしたいということであれば、相談に乗っていただいた方がその後の
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ものを引き継いでやっているようです。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） では、その法人さんがやるということも多々あるというふうな認識でよろし

いでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） 実際にも前回の相談会の後に、そのままどういうふうに自分の土地

をしたらいいのかという相談を受けて、今それに取り組んでいますよというようなお話もそのメンバ

ーの方から聞いております。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） やはり町が主催してといいますか、関わってというようなことであれば、不

動産業者さんに対するものよりも、信頼性の問題が非常に大きいと思うのです。商売ですから、なる

べく安く買って高く売ろうというような形になるのかと思うのですけれども、その辺があるので、な

かなか直接不動産屋さんに行くというような方は少ないように感じています。町の看板がそういうふ

うな意味で非常に有効に生かされるのであれば、信頼できる法人さんであれば、そういうふうな形で

積極的に関わっていただいて、それをサポートするような形で住民になるべく周知していただくとい

うようなことになるかと思いますので、今後も取り組んでいただきたいなというふうに思います。 

 もう一点なのですけれども、アンケートを取るということなのですけれども、次の質問にも関わる

のですけれども、地域おこし協力隊、せっかく１名来ていただいているのですけれども、なかなか空

き家情報というのを自前で準備しなくてはいけないと。アンケート調査のときに、例えばブランディ

ングの資格を持った人が入ってくると思いますので、そういった人たちが関われるように、アンケー

トの項目の中に継続的に、またはこういう地域おこし協力隊の方との相談を許可するかどうか、了解

をしていただけるかどうか、その辺をアンケートの中に１項目入れていただければ、そこの相談会に

来て了解を得た人の住所だとか連絡先だとか、そういったものを地域おこし協力隊の方に知らせて連

絡することができるのかなと思うのです。そうでないと、空き家がどこにあるか、所有者がどこにい

るか、そういったことを全部自前で調べなくてはいけないというのが、個人情報の関係が関わってく

ると思うのですけれども、そういうふうにアンケートの中で了解を取っていただいて、連携を取れる

ような、そういう配慮というのは考えていただけないでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 
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              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） 空き家の調査をやりますので、そういったときにはアンケートの項

目に入れることは十分に可能だと考えています。 

 以上です。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） ぜひ使える人材はいろいろな形で使っていただいて、生かしていただければ

というふうに考えますので、よろしくお願いします。 

 それと、空き家対策の（２）番のところなのですけれども、特定空家や管理不全空家の認定、これ

は指針待ちというようなことではあるのですけれども、例えば管理不全になっていて、草ぼうぼうで

竹が生い茂ってというような、そういうような状態のところもあるわけです。それを所有者の方は管

理不全と認めない。いや、草刈りはやっていますよというようなことで言われたときに、その辺はど

のくらいの頻度で１７件の管理状況を調べているのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） こちらの調査をしたのが令和５年３月時点ということで、その後は

しておりませんので、今後管理データベースをつくって、今どういう状況であるのかというようなこ

とを調べるようにしたいと考えております。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） ぜひそうしていただいて、例えばよく聞くのが年に１度くらい草刈りに来て

いるとか、一、二度草刈りに来ているというような形で管理をしていますという方も中にはいらっし

ゃるようなのですけれども、今年の暑さなんかを考えれば、それこそ月に２回くらい草刈りに来なけ

れば、もうあっという間に草ぼうぼうになってしまうわけです。既に庭木が生い茂ってしまって、周

辺の隣接しているお宅、大変困っているというようなお宅、随分目にしているのです。ぜひそういっ

たことも含めて通知を頻繁に出して、相談をして、それで納得してもらうような形で指定をするとい

う方向で、この辺は問題にならないように丁寧な対応というのが求められてくると思います。ここま

でひどければしようがないよね、これだけやったのだからしようがないよねというようなところで納

得してもらえるような指定方法を考慮していただければというふうに思います。 

 では、３番、地域おこし協力隊の移住促進についてなのですけれども、先ほどちょっと提案をさせ

ていただいたのですけれども、地域おこし協力隊の隊員個人の能力だけで何かやろうかと思っても、

なかなか難しいと思うのです。特に受入れ体制を整えるというのは非常に厳しいのではないかと思う

のですけれども、その辺はどのように考えているでしょうか。 
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◇議長（石内國雄君） 企画課長。 

              〔企画課長 齋藤 恭君発言〕 

◇企画課長（齋藤 恭君） 地域おこし協力隊、こうしたお仕事をお願いしたいということでご応募

いただいております。その中で、これをこの方に全部丸投げという形では、なかなかその後立ち行か

なくなるということは、これまでの全国の地域おこし協力隊の実例からも言われているところでござ

います。協力隊員、それと町、一緒になって取り組んでいかなければならないというふうな体制を整

えるということが求められているものと理解をしております。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） そのとおりの認識だと思うのです。その上で、では具体的に地域おこし協力

隊の方にどういう活動を求めているのか、どういうバックアップができるのか、これが逆に担当課と

しての仕事の内容になるかと思うのですけれども、その辺は具体的にはどのような協力関係と考えて

いるのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 企画課長。 

              〔企画課長 齋藤 恭君発言〕 

◇企画課長（齋藤 恭君） 現在、移住促進という課題に基づきます協力隊員でございます。その中

で、今現在ではまず今年の４月に着任していただき、それも玉村町にお住まいの方でなく、関西方面

からお越しいただいている方になりますので、まずは玉村町のことを理解していただくということを

まず第一として今取り組んでいただいております。その上で、それぞれ移住の促進というようなこと

で、玉村町に限らず、群馬県としても東京方面でもそういった会を催すことがございますので、町と

一緒に協力隊もそちらに伺いまして、玉村町への移住の促進、ＰＲということで取組は今現在もして

いるところでございます。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） どうしても首都圏からということに限られてしまうのでしょうか、移住促進

という対象者は。 

◇議長（石内國雄君） 企画課長。 

              〔企画課長 齋藤 恭君発言〕 

◇企画課長（齋藤 恭君） 特段、首都圏というところに限られるものではございません。周辺市町

村からでも当然移住ということでありますれば、ご相談には応じさせていただきたいというふうに考

えております。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 
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◇３番（松本幸喜君） まち・ひと・しごと創生総合戦略でしたか、そのデータを見ると、そのとき

に発表された５年前のデータですけれども、大体年間１，５００人くらいが、１，５００人強の人が

町外に転出をしているのです。１，３７０人くらいだったかな、が町外から転入してきているのです。

その場所を見ると、７割の人なのですけれども、大体、高崎市、前橋市、伊勢崎市、藤岡市、あと上

里町、こういったところが転出者の７割方の転出場所なのです。転入者はというと、これも高崎市、

前橋市、伊勢崎市、藤岡市、そういったところからの転入者なのです。１回は外に出るけれども、あ

る程度の年代になってくるとまた戻ってくる。これを繰り返しているように思うのです。 

 小学生の保護者の方なんかに話を聞くと、大体ご夫婦のうちのどちらか１人が玉村町出身者で、帰

ってきているというような方が非常に多いように思います。要するに１回は外に出ていくのだけれど

も、子供が多くなって貸家が手狭になってくると、では家を建てようと。そういったときにどこにし

ようかといったら、若い人に聞くと一様に答えてくるのは、玉村町は一番立地がいい。利便性が高い。

その方々に話を聞くと、３０分程度でどこにでも行ける場所は玉村町なのです。だから、そういう意

味では非常に利用価値が高い。戻ってくる、住みやすい場所という形です。高齢者になるとまた話は

変わってきますけれども。 

 そういうことで、ただ帰ってこようとしたときに宅地がないという話はよく聞きます。要するに市

街化区域として、家が建ってから市街化区域に従うわけですから、そこには必ず家が建っているわけ

です、ほとんどのところに。その宅地がない代わりに空き家がこれだけあるというようなことで、も

し首都圏だけではなくて、県内のニーズを、玉村町に住みたいというニーズを満たすことができるよ

うにしようとするのであれば、これは空き家対策と絡めて考える必要があると思うのです。国のやっ

ている事業のほかに、こういった玉村町として行う周辺から帰ってきたいというニーズ、周辺に住ん

でいる人よりもいいからこっちに来いと引っ張ってくるのではなくて、玉村町に住みたいと思ってい

るニーズに応えるために、住民のニーズに応えるために町としての取組が必要だと思うのですけれど

も、どう考えますか。 

◇議長（石内國雄君） 企画課長。 

              〔企画課長 齋藤 恭君発言〕 

◇企画課長（齋藤 恭君） どこからというふうに区別なく、玉村町にお越しいただきたい、そして

定住していただきたいと、こういうことは町とするとありがたいことということでありますので、こ

の協力隊の活動、それとは別に町としても移住、定住の取組というのは行っていくべきものだという

ふうに思っております。 

◇議長（石内國雄君） ３番松本幸喜議員。 

              〔３番 松本幸喜君発言〕 

◇３番（松本幸喜君） それを今までの活動の中で見ていくと、やはり魅力発信機構とダブる部分と

いうのですか、似たような活動になってしまうのではないかなというふうに危惧しているところなの
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ですけれども、ぜひ地域おこしの移住促進というようなところで特色のある活動を考えていっていた

だけたらというふうに考えています。よろしくお願いします。 

 以上で私の質問を終わりにします。 

◇議長（石内國雄君） 都市建設課長。 

              〔都市建設課長 原田英樹君発言〕 

◇都市建設課長（原田英樹君） 先ほど管理不全空家の所有者の内訳ということで資料がございまし

たので、お話しします。 

 町内の方が１０名で、県内の方が６名、県外が１名となっております。 

 以上です。 

                                         

◇議長（石内國雄君） 休憩いたします。１１時３０分に再開します。 

   午前１１時１５分休憩 

                                         

   午前１１時３０分再開 

◇議長（石内國雄君） 再開します。 

                                         

◇議長（石内國雄君） 次に、１２番新井賢次議員の発言を許します。 

              〔１２番 新井賢次君登壇〕 

◇１２番（新井賢次君） 議席番号１２番新井賢次です。１２番の席から初めての質問になります。

傍聴の皆さん、ちょうど昼時間に近くて中途半端な時間だと思いますが、お越しいただきまして本当

にありがとうございます。感謝申し上げます。 

 今日、玄関に入られるときに、玄関の柱に「笑顔とあいさつの町役場」という立て看板があったの

はお気づきだったでしょうか。実は、６月の議会で一般質問したところ、町長以下執行の皆さんがす

ぐ動いていただいて、そういう形の立て看板を立ててくれました。さすがに日本一のというのは削ら

れたのですが、笑顔と挨拶の町役場ということでぜひ執行の皆さん、そういう形で目指していただけ

ればありがたいなと思います。私も自分の質問を早速そういう形で生かしていただいて、動いていた

だいたことにすごくうれしく感じて、私はその後すぐその柱の前に立って、同僚議員に写真を撮って

もらったりしました。これからもいろんな場面でいろんな自分の思いを率直に質問してまいりたいと

思います。 

 それでは、質問通告書に従って質問を始めたいと思います。まず１点目、小中学校の体育館へのエ

アコン設置について。気候変動の影響により、年平均気温が年々上昇しています。学校現場における

熱中症事故の発生件数も増加しており、対策が急務となっています。体育館にエアコンを設置するこ

とにより、学校全体の環境や児童、生徒たちの健康、学習環境の向上に寄与できます。さらに多目的
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利用の拡大、地域社会との連携強化にもつながり、災害時における避難所としての快適性や安全性を

高めることもできます。 

 そうした中、文部科学省は公立学校施設空調（冷房）設備の整備について、今後の方針を示してい

ます。特に体育館については、２０２３年度から補助率を２分の１に引き上げています。ただし、

２０２５年度までの措置としています。早急に対策を講じる必要があると考えますが、どうか。 

 ２点目です。対話型人工知能（チャットＧＰＴ）の導入について。令和５年第２回定例会において、

町長は他自治体の検証状況や国の整備環境などの対策を見極めつつ、有効なデジタルツールの一つと

して活用方法を研究していきたいと答弁してくれました。その後、藤岡市、伊勢崎市、高崎市、前橋

市、みどり市などが試験運用等により業務の効率化が確認できたとして、本格的に運用を開始してい

ます。現在の玉村町の状況はどうなっているのか、伺います。 

 ３点目、町職員の通年軽装勤務について。近年快適な職場環境の実現や温室効果ガス削減を目指し、

ノーネクタイ、ノージャケットなど職員に対して軽装での勤務を通年認める自治体が増えています。

民間においても同様の動きが広がりつつあります。柔軟な服装調整によって、日常業務の能率アップ

につながり、空調への依存を改めることにより、省エネ対策にもなります。積極的に検討すべきであ

ると思いますが、どうでしょうか。 

 ４点目、「おくやみ窓口」、仮称ですが、の設置について。家族の死亡に伴う行政手続は、年金や

税金、固定資産など多岐にわたります。遺族から、煩雑な手続を簡素化し、１か所で済ませることが

できるようにしてほしいとの強い要望が寄せられています。死亡届出後に必要となる複数の手続の利

便性を考慮して、お悔やみ窓口として先行している自治体も複数あります。今後ますます高齢化が進

む中、町民に寄り添った優しい行政サービスとして評価されると思います。ぜひ検討してほしいと思

いますが、どうでしょうか。 

 ５番目、企業版ふるさと納税の現状について。内閣府の発表によると、２０２２年度の群馬県内自

治体への企業からの寄附額が前年度比１．５倍、総額２６億円余となり、制度開始の２０１６年度以

降 大になっています。制度が定着して関心が高まり、企業と自治体のマッチングが進んだためと分

析しています。玉村町では、昨年１１月から活動を開始していますが、現在までの具体的な取組状況

及び実績、さらに今後の寄附額の増加に向けての運営、方策についてどう進めていくのか、伺います。 

 以上、１回目の質問といたします。 

◇議長（石内國雄君） 町長。 

              〔町長 石川眞男君登壇〕 

◇町長（石川眞男君） 新井賢次議員のご質問にお答えいたします。 

 まず初めに、小中学校の体育館へのエアコン設置についてのご質問は教育長からお答えいたします。 

 次に、対話型人工知能チャットＧＰＴの導入についてお答えいたします。文章生成ＡＩであります

チャットＧＰＴは、文章の要約や校正、広報や挨拶文などの作成、事業のアイデア出しなどで活用が
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期待されています。今年の７月１２日に株式会社両毛システムズに依頼しまして、チャットＧＰＴに

ついての説明会を開催しました。業務時間内ではありましたが、関心のある職員２３名が参加し、チ

ャットＧＰＴについての説明や注意点、できることなどの説明を受けました。その後、自治体と民間

企業で構成する一般社団法人デジタル田園都市国家構想応援団が提供している公務員業務専用のチャ

ットＧＰＴについて、職員用のインターネット環境でもアクセスできるよう設定を変更し、利用ガイ

ドラインを作成して、８月１日から使用を開始いたしました。 

 このチャットＧＰＴは、現在１９１団体が会員として参加して利用しており、チャットＧＰＴの利

用データを分析してＡＩに対する指示の改良を続けているほか、国の各種計画や白書を追加学習して

あるため、それらを引用して回答することができます。業務における利用状況について確認したとこ

ろ、議会答弁の素案や案内文の作成、文章の要約、広報資料の作成などで利用されており、１１月２１日

までの間の利用件数は約２０件となっております。事実の検索などについては、通常の検索サイトを

利用しますが、文章作成等については機密情報の入力や著作権侵害等に注意しながら、チャットＧＰ

Ｔを継続して活用してもらえるよう、使用方法なども含めて定期的に職員に周知していきたいと考え

ております。 

 次に、町職員の通年軽装勤務についてお答えします。軽装勤務につきましては、地球温暖化対策や

働き方改革の一環により、民間をはじめ近隣自治体でも取組が進んでいます。当町におきましても、

１２月１日より４月末までの間、ノーネクタイ、ノージャケットによる軽装勤務を試行的に実施した

ところでございます。式典への出席など、社会通念上必要とされる場合を除き、ノーネクタイ、ノー

ジャケットによる軽装勤務を可能としております。公務員としての品位を保ちながら、節度ある服装

として、町民に不快感を与えないようにしたいと考えております。 

 次に、「おくやみ窓口」の設置についてお答えします。先日の浅見議員のご質問へのお答えと重複

いたしますが、町では住民課に死亡届が提出された際に火葬許可証等の書類と一緒に「ご遺族のかた

へ」という手続の一覧表の通知をお渡ししております。後日ご遺族の方は、この一覧表に基づいて各

種手続を行っておりますが、役場での主要な手続は担当する課がほぼ１階にありますので、ご遺族の

方には極端にご負担をおかけしていることはないと考えております。また、移動が困難な方等に対し

ましては、職員同士で連携を取り合い、職員が遺族の方のいる窓口まで出向くなど、課を移動するこ

となく手続が行えるよう、臨機応変に対応しております。 

 一元化した窓口の設置につきましては、１か所で全ての手続が行えることが理想ではありますが、

人員、場所等において難しさがあると感じております。大事なことは、窓口に来られた方が戸惑うこ

となく、極力スムーズに手続が行えることであると思いますので、職員間の連携を密にして、今以上

に住民サービスに徹していきたいと考えております。 

 次に、企業版ふるさと納税の現状についてお答えします。まず、玉村町の企業版ふるさと納税の実

績ですが、令和４年度では２件、今年度１１月末現在で３件、合計５件のご寄附をいただいておりま
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す。企業版のふるさと納税でございますので、この５件は全て町外の企業からでございます。寄附金

額では、１００万円が１件、１０万円が４件の計１４０万円となっております。また、プロジェクト

に対する寄附の指定内訳ですが、子ども食堂事業への寄附が１件、重田家住宅事業への寄附が４件と

なっております。 

 納税への取組状況につきましては、納税を見込めると思われる町内に支社、支店のある事業者への

個別の訪問を行っております。重田家住宅事業者への寄附につきましては、生涯学習課の担当職員が

企業を訪問して営業活動を行うなどして、賛同を得たことによるものが主なものです。ふるさと納税

の担当課も、玉村町のふるさと納税に返礼品を出品している町外に本部のある企業へ、企業版ふるさ

と納税制度の説明を兼ねたお願いに出向くなど、地道な取組を継続しておりますが、まだ寄附を獲得

するには至っておりません。 

 このような状況のため、現在、自治体と企業とのマッチング支援を行う民間事業者の支援サービス

活用を計画しております。この支援サービスは、玉村町の企業版ふるさと納税の案内チラシを新たに

作成し、町に何かしらゆかりのある町外企業へダイレクトメールで案内を行い、制度を知っていただ

くことや興味を持っていただく取組となります。その後、企業から何か反応があれば、寄附のお願い

を行う予定であり、その際には職員あるいは町長として企業を訪問することもあり得ると考えており

ます。 

 企業版ふるさと納税は、企業にとっても法人税等の控除となる制度でありますし、町といたしまし

ても地方創生の手段、財源として大変有効なものであると認識しております。議員各位におかれまし

ても、玉村町に興味を持っていただいている企業がございましたら、ぜひ私につないでいただければ

と思います。ご協力をよろしくお願いいたします。 

◇議長（石内國雄君） 教育長。 

              〔教育長 角田博之君登壇〕 

◇教育長（角田博之君） 新井議員の小中学校の体育館へのエアコン設置についてお答えします。 

 学校の体育館は、児童、生徒や教職員が安心、安全に教育活動を行う施設であるとともに、社会体

育振興や災害時における指定避難所としても重要な役割を持つ施設です。近年の気候変動により、真

夏日や猛暑日が増え続ける中、小中学校において体育館で活動を行う場合は窓を全開にし、大型扇風

機を使用して実施しています。しかし、気温が４０度に迫る猛暑日が続く中では、児童、生徒の熱中

症を防ぐために活動時間や内容を制限せざるを得ない状況となっております。 

 このような状況において、教育委員会としても体育館の空調設備の設置は喫緊の課題と受け止め、

空調設備の整備に向けて実施設計の補正予算を上程し、ご議決いただきました。令和６年度中に中学

校の体育館及び武道場、令和７年度中に小学校体育館の空調設備の設置を計画しております。財源に

つきましては、学校施設環境改善交付金よりも緊急防災・減災事業債のほうが有利であるため、こち

らを活用いたします。今後も児童、生徒の健康や教育活動の充実、指定避難所としての機能向上を図
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るために、より安心、安全な環境づくりを進めてまいります。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） それでは、２回目の質問を自席からさせていただきます。 

 まず、１点目、小中学校の体育館へのエアコン設置について伺います。私は、文部科学省の公立学

校施設空調設備についての方針を見まして、国の補助が２分の１出ると、しかも期限が２０２５年ま

でだということで、これはぜひ早急にやるべきだということで質問させていただきました。それで、

先ほどの説明、それから今月１日でしたか、こちらの定例会で１度、この件について既に動き始めた

という状況を聞いた中で、今回の予算として考えているのが文部科学省ではなくて総務省ですか。そ

の中の文部科学省の国庫補助ですか、学校施設環境改善交付金ではなくて、総務省の緊急防災・減災

事業債を活用するということになるという説明をお聞きしましたが、これはどういう形でそちらのほ

うが有利なのか、もうちょっと具体的に説明してください。 

◇議長（石内國雄君） 総務課長。 

              〔総務課長 齋藤善彦君発言〕 

◇総務課長（齋藤善彦君） お答えしたいと思います。 

 こちらの学校施設環境改善交付金、こちらが事業費の２分の１を補助ということであります。事業

費全ての２分の１ではなくて、交付対象になる事業費のあくまでも２分の１ということであります。

緊急防災・減災事業債につきましては、事業費の上限なしに７０％まで交付税措置のほうがされます

ので、そちらと両方を比べたときにこちらの緊防債のほうを使ったほうが有利だということでこちら

にさせていただいた状況であります。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） それは、そういう形で検討していただいた結果ということで、よかったか

なと思います。 

 それで、１日の補正予算の説明の中で、中学校における設計委託ということで２８０万円が計上さ

れておりました。この設計委託先を決める手順についてどういう形でするのか、説明を伺いたいと思

います。 

◇議長（石内國雄君） 総務課長。 

              〔総務課長 齋藤善彦君発言〕 

◇総務課長（齋藤善彦君） この後、学校教育課のほうで起工の伺いが出た後に、入札審査会のほう

に案件でかけまして、どのような方法で入札をするかということを決定し、その後入札、契約という

ような手順になるかと思います。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 
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              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） これ単なる入札、要するに価格だけの競争でいいのかということには全く

疑問を感じます。今ある体育館にこういう形で冷房しますよというある図面なり、計画書がないと、

単なる競争の入札は難しいと思うのですが、例えば入札に資する書類、準備、それはどういう形のも

のをつくって、例えば業者選定をどうするかとか、指名をどうするかとか、そういうことは今具体的

にはどこまでお考えが進んでいるのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 総務課長。 

              〔総務課長 齋藤善彦君発言〕 

◇総務課長（齋藤善彦君） 仕様等につきましては、どういった形でするかという仕様書を担当課の

ほうで作成するような形になるかと思います。入札方法につきまして、どういう方法が一番適してい

るのかということを今後十分検討してまいりたいと考えております。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） 私は限られた予算の中でやるのに当たって、どういう形のものを計画する

かというのが一番重要だと思います。それを決めるのが、今回の２８０万円の予算を使って設計委託

先を決めるということだと思うのですが、私はコストだけで入札して決めたら、とても効率的な、経

済的なものができないと思います。 

 私、先ほど文部科学省の方向と、それから総務省の緊急防災・減災事業債を活用するということで

比較についてお話ししたのですけれども、文部科学省のほうの予算は原則的に建物に断熱施工しなさ

いと。というのは、断熱することによって当初のイニシャルの機器の容量がまず下がると思うのです。

それと、ランニングコストもずっと下がると、長い間。ということを踏まえて、そういう判断を文科

省のほうはしているのかなと、こう自分で解釈しているのですが、今回も例えばランニングコストな

りイニシャルコストを考えれば、設計図書の出来によってずっと将来禍根を残すことがあるかと思う

のです。ですから、今回の委託先をコストだけで決めるというのは根本的に違うと思いますけれども、

どうでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 学校教育課長。 

              〔学校教育課長 根岸真早子君発言〕 

◇学校教育課長（根岸真早子君） 体育館のエアコン設置につきましては、先行して高崎市等近隣市

町村で進めているところもございます。それから、来年度に向けても進めている市町村の情報も聞き

ながら、その内容について確認をして、検討を進めているところです。また、イニシャルコストです

とかランニングコストの比較については、今後基本設計を依頼して、その資料作成に基づいて検討を

進めていく予定でおります。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 
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              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） 私は、委託先を決めるのに、町としてどれだけの準備ができるかというこ

とがあるかと思いますが、少なくとも入札、 終的には金額なのだと思いますが、その金額に加えて、

私たちはこういう方針でこういう設計をしますと、基本的なことを添付してもらう。要は、ある意味

プロポーザルの形を含めた上での提出をしてもらってコストを決めると、業者を決めるということに

してもらいたいなと思います。 

 一例としては、今町で指定管理者を決めるときにいろんな評価項目をつくっています。私は、あれ

と同じような項目があった上でぜひ設計委託業者を決めてもらいたいと、こういうふうに思います。

それについて、総務課長、どうでしょうか。ぜひそう考えてもらいたいのですけれども。 

◇議長（石内國雄君） 総務課長。 

              〔総務課長 齋藤善彦君発言〕 

◇総務課長（齋藤善彦君） ただいま新井議員のほうからご提言いただきましたことについても十分

検討して、考えて実施してまいりたいと思います。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） それから、先ほどの教育長の答弁の中で、来年度が中学校２校、それから

再来年度が小学校５校を目標にするということですが、予算措置の期限もありますので、ぜひ順調に

そういう形で進んでいけばいいなと思います。 

 それと、今コストについては現状ではどのくらい、例えば中学校だったらとか、小学校だったらと

か、どのくらいのめどで今考えているのか、ある程度のめどは考えておられるのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 学校教育課長。 

              〔学校教育課長 根岸真早子君発言〕 

◇学校教育課長（根岸真早子君） 既に設置を進めている市を参考にしまして、現在のところ想定予

算額として１校当たり３，０００万円から３，５００万円程度の設置費を想定しております。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） 私が思っていたより結構安いなと思うのですけれども、ある資料だと

５，０００万円から１億円くらいかかると。それについては、断熱工事、先ほど私がお話しした断熱

工事を含んでなのです。ですから、断熱工事を含んで、例えば将来的にランニングコストを抑えると

か、あるいは地球温暖化にも寄与できるとか、そんなことを踏まえて、ぜひいい形での結論を出して

いただきたいなということをお願いしたいと思います。 

 では、次に２点目の対話型人工知能、チャットＧＰＴの導入についてお伺いします。実は、今年６月

議会で月田議員も同じような質問をされていました。昨日、月田議員の質問に対する答弁の中で、８月
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から始めているというような話を町担当からお話があったと思いますけれども、私はすごく実は驚い

たのです。私と月田議員が６月に一般質問した中で、その後どうなっているのだろうということを私

自身全然知らなかったし、多分昨日の話だと月田議員もご存じなかったような感じです。私、ここま

で進んでいる以前に、ぜひ今こんな状況だよというのを担当の方から話してもらいたかったなと。今

率直に聞いてそう思っているのですけれども、その点についてはどんなことでお考えでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 企画課長。 

              〔企画課長 齋藤 恭君発言〕 

◇企画課長（齋藤 恭君） 利用を開始したご報告がちょっとできませんでした件につきましては大

変恐縮でございますけれども、利用を始めたということそのものについては改めて今この場になりま

すけれども、お伝えさせていただければと思います。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） 私が前回質問した以降も、各自治体で次々に試験運用しているとか、試験

運用した結果がよかったので、実際に運用するとか、そんな話が聞こえてきていましたので、私たち

の町がどうだったのかなということを常に気にしていたので、今回こういう形で町も取り組んでいる

という話を伺って、私も本当によかったなと思います。 

 今朝のテレビでも、日本でもＮＥＣが新しく開発して、今までよりさらに進んだ、もっと利便性の

高い生成ＡＩを開発したということで、この生成ＡＩの活用はこれからますます自治体でも使用勝手

が進んで普及していくのだろうと思います。そういう意味で、今もう始まったということで、ぜひ今

までの運用を生かして、さらに町の職員の皆さんはもちろん、町民のみんなにもその利便性が生かさ

れるような、そんな形を進めていただければなと思います。ぜひ積極的に進めていただきたいと思い

ます。 

 続きまして、町職員の通年軽装勤務について伺います。こちらも各自治体でこういう形で軽装勤務

を始めたということでいろんな新聞情報等がありまして、玉村町もどうなのだろうなと、始めればい

いなと思っていました。１２月１日の議会の日に実は町も始めることになったということを町長から

でしたか、総務課長からでしたか、伺って、よかったなと、こういうふうに思っていました。いろん

なメリットがある中で、ぜひ積極的に進めていただければいいなと思いますが、新聞情報等によりま

すと、いろんな自治体で式典などの場面に応じて個々に判断して品位を保つように周知しているとい

うふうにあります。玉村町も使用を始めるに当たって、職員の皆さんにどんな形で周知されているの

か。注意事項みたいなものがあったら、それについてちょっと教えていただけますか。 

◇議長（石内國雄君） 総務課長。 

              〔総務課長 齋藤善彦君発言〕 

◇総務課長（齋藤善彦君） 職員に対しましては、掲示板というのがございまして、そちらで全職員
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のほうに周知をさせていただきました。基本ノーネクタイ、ノージャケットでということですが、式

典及び議会対応につきましては今までどおりということで周知をさせていただきましたのと同時に、

再度職員としての服装、そちらのマニュアルができておりますので、再度そのマニュアルも一緒に掲

示し、職員に周知をさせていただいたところでございます。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） 通年軽装のメリットとして、快適な職場環境の創出、それから自由で明る

い職場の雰囲気の醸成、職員の自立性の育成、こんなことがあったかと思います。それに加えて省エ

ネルギーの推進というのも大きな要素になるかと思います。 

 それで、例えば今群馬県のほうで、県庁エコスタイル標準行動ということで、ぐんま５つのゼロ宣

言の中で服装について検討しているというか、実施している部分があるのです。その中で、空調の適

正な管理として冷房時は室温２８度目安、暖房時は室温１９度目安というふうに決めているのです。

それで運用しているということですが、玉村町においてこの通年軽装勤務をするのに当たって、例え

ば空調温度の設定だとか、そういうことについて今までより緩くするというか、そういうことは考え

ておられるのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 総務課長。 

              〔総務課長 齋藤善彦君発言〕 

◇総務課長（齋藤善彦君） 緩くするといいますか、厳しくするといいますか。 

 ただ、今年の夏場におきましても役場の庁舎１階から４階までありますけれども、各階それぞれ一

律の温度でいきたい部分はあるのですけれども、あまりにも職場環境が悪くなってしまうという場合

もありますので、その辺は多少臨機応変に対応をさせていただいているところであります。基本夏場

とかでは２８度とかという設定にしているのですけれども、実際１階等につきましては正面玄関の出

入りがありましたり、各種端末がたくさん多かったりと、かなり暑い状況等もありますので、その辺

は多少臨機応変に対応をさせていただいているところでございます。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） それから、先ほど式典などの場面に応じて個々に判断するという中で、議

場というお話が出ました。私は、議場で今みたいな形で、例えばほかの部分でノーネクタイ、ノージ

ャケットでいいよという形の中で、この議場だけは今までどおりやろうというのは、私個人としては

その必要はないなと全く思います。というのは、例えば私たちも今までの夏の期間はノーネクタイで

ここで臨んでいるわけです。だから、ノーネクタイだから規律がないとか、きついとか、そういうこ

とはないと思うのです。ですから、私はもっと積極的に式典で外部とのいろんな関係でどうしてもネ

クタイ、背広という場面はあるかもしれませんけれども、ほとんどの執行の皆さんがほとんどの場面
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で軽装でいいのではないかと、こう思います。特に議場での軽装なんか、私個人は全然今までどおり、

夏と同じでいいと、こういうことに思いますが、その辺は町長、どんなお考えですか。 

◇議長（石内國雄君） 町長。 

              〔町長 石川眞男君発言〕 

◇町長（石川眞男君） 私もそういう感覚ですけれども、議場のことは議会で決めていただければと

思います。 

◇議長（石内國雄君） 新井議員、議会の運営規則がありまして、そこで決めていることですので、

議会のほうはその対応をどうするか、議会の中で検討して、決めていく方向になっています。既に議

会のほうでお互いにそういうことを変えていこうという形で変えて実施してきているところもありま

すので、それは議会としての対応で検討していきたいと思います。 

 １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） はい。それで、私は先ほどいろんな自治体が新聞等でそのことを公表して

いるというお話をしました。ぜひ玉村町も１２月１日から通年軽装勤務を始めたよということは新聞

社等に情報を流して掲載してもらったらいいなと思います。というのは、来庁される皆さんが、町は

こうやったのだなということを知ることで、我々や皆さんがノーネクタイなり、ノージャケットでい

ることについて理解してくれると思うのです。そのときは快適な職場環境というか、動きやすいとか、

そういうことのほかにも、ぜひ省エネのためにもなるよということも加えていただいて、周知してい

ただければなと思います。総務課長、どうでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 総務課長。 

              〔総務課長 齋藤善彦君発言〕 

◇総務課長（齋藤善彦君） １階の入り口付近には、ノーネクタイ、ノージャケットにしますという

お知らせは掲示しようということにはしていたのですけれども、新聞報道までというのはちょっと考

えませんでしたので、そのような形で行っていければと考えております。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） ありがとうございます。ぜひお願いします。 

 では、４番目の「おくやみ窓口」の設置についてお伺いします。まず、死亡届が済んだ後の手続で

窓口に見えるご遺族はどのくらい、概略でいいのですが、どのくらいの数の方がいらっしゃるのでし

ょうか。 

◇議長（石内國雄君） 住民課長。 

              〔住民課長 丸山智志君発言〕 

◇住民課長（丸山智志君） お答えいたします。 
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 火葬費の補助の関係で、３００名くらいは来ているかと思います。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） それと、３００人の方が、例えばどなたか亡くなった後、その後で役場を

訪ねてくるということですか。 

◇議長（石内國雄君） 住民課長。 

              〔住民課長 丸山智志君発言〕 

◇住民課長（丸山智志君） 大体３００名の方が来ておりまして、その中でもいろいろあると思いま

す。お年寄りの方であれば、いろんな後期高齢の手続であるとか、国保の方であれば国保の手続とか

もありますので、逆に若い人であれば社会保険とか入っているような方であれば、火葬の許可、火葬

の補助だけで済むとか、そういう方もおりますので、いろんなパターンがあるかと思います。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） そういう方が見えたとき、もし分かっていればなのですが、ご相談に見え

るご遺族の方の年齢はどのくらいかということと、その方がどのくらいの時間を費やして相談が終わ

っているのか。もし分かりましたら教えてください。 

◇議長（石内國雄君） 住民課長。 

              〔住民課長 丸山智志君発言〕 

◇住民課長（丸山智志君） 特にそういうところは統計とか確認はしておりませんので、分かりませ

んが、基本的に亡くなる方はお年寄りの方が多いと思われますので、手続に来る方は私の年齢くらい

から上の方が多いかと思われます。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） 時間はどのくらいかかっているかは分かりませんか。 

◇議長（石内國雄君） 住民課長。 

              〔住民課長 丸山智志君発言〕 

◇住民課長（丸山智志君） その辺もいろいろパターンがありますので、時間がどのくらいかかって

いるかまでは把握はしておりません。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） それでは、先行している自治体がどんな形でお悔やみ窓口を活用というか、

どんな形で利用されているかどうか、それについては調べてありますか、情報としてありますか。 

◇議長（石内國雄君） 住民課長。 
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              〔住民課長 丸山智志君発言〕 

◇住民課長（丸山智志君） 前回浅見議員のところで質問がありましたので、一応確認させていただ

きまして、藤岡市でありますと死亡届を出してから２週間後ですか、そちらから手続のほうができる

のという形でやっているようです。一応予約制という形になっておりまして、来庁の開庁日の３日前

までですか、に予約をするような形になっております。その窓口での対応につきまして確認したとこ

ろ、窓口がありまして、そちらのほうに職員が専属でいるのではなく、各課からそれぞれ対応に来て

いるというお話を伺っております。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） 調べていただいて、ありがとうございます。 

 それで、もうちょっと具体的に言うと、１日３枠、１０時、午後１時半、３時と、こういうことで

３日前に電話予約ということなのですが、現状は開設、９月からたしか始めたと思うのですけれども、

ほぼ毎日予約が入っているということでした。１日、１人当たり３０分から１時間かかっているとい

うのが現在の利用状況のようです。それから、もう一点、富岡市について調べてみました。こちらも

事前に予約した上で窓口に見えるのですが、やはり１週間で五、六人の方が利用されていると。先ほ

ど玉村町で３００人くらいという回答がありましたけれども、人数的には３００人が１年でというこ

とで考えると、藤岡市、あるいは富岡市に比べてそんなに少ない人数でもないなと、こういうふうに

今思いました。 

 それで、この藤岡市、富岡市、共通していることは、事前に予約しているということなのです。玉

村町だと、多分予約なしで突然窓口に来てお伺いできるのだと思うのですが、事前に予約しているこ

とで役場側でその方に適した書類だとか準備ができるのです。ですから、来た時点で、もちろん１か

所で済むのも 大のメリットなのですが、事前に準備ができるということで時間も３０分から１時間

くらいでほとんどが済んでいるということなのです。今、課長がおっしゃいましたけれども、藤岡市

の場合は各担当者が窓口、要するに窓口というか、 初は住民課に行くのでしょうけれども、必要な

方が住民課に来てくれて相談してくれると、こういうことになっているようですが、一番違うのはや

はり事前に予約しているかしていないかだと思うのです。 

 例えば富岡市の場合なのですけれども、事前に電話で予約しますと、その予約の後、市役所から案

内通知を出すと。要するに持ってきてもらう書類等について文書で出すのです。それを持って来庁す

ると、そういうことでいろんなことがスムーズに済んでいるなというふうな印象を受けました。富岡

市の場合ですと９時、１４時、１５時３０分と、やはり１日３つの枠をつけて週に六、七人、全部が

埋まることもあるそうです。時間も４０分から１時間半くらい、ばらつきはあるのですが、ここもや

はり同じように窓口に各担当者が来て、順番で対応してくれると、こういうことのようです。 

 先ほど町長から、なかなか場所の制限があり、いろいろすることは難しいよということですが、こ
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のことに対するお悔やみ窓口というか、亡くなった場合の後の手続について、町民の皆さんは相当関

心があるし、強い要望の気持ちがあるようです。実は、先週の土曜日、上陽の北部公園で上陽元気村

というところが朝市をやっていました。私もちょっと行ってみたのですが、会場に行きましたら、も

ちろん以前から知っている人だったのですが、私の顔を見て、すぐ私のそばに寄ってくれまして、「新

井さん、ちょうどいいところに来た。実は電話しようと思っていたのよ」と。何かと思ったら、「よ

そにお悔やみ窓口っていうのができたよね」と、「玉村にぜひつくってよ」と、こんな話だったので

す。その方は、７０代と８０代、ご主人が８０代で、その方は奥さんだったのですけれども、７０代

の後半という方でした。今こういう時代で、すごくそのことが不安なのですと。実は、もうちょっと

前に窓口ですか、役場のほうにも手紙を出したと、そのことについて。今度の新聞を見て、今度は電

話でも話をしたということだったのです。ただ、前向きなお話をいただかなかったのだと、こんな話

がありました。 

 私が今回質問した経緯は、それこそ半年くらい前に私のところにあった話を思い出して質問してい

るのですが、つい直近でもこんなことがあったということで、このことについては相当町民の皆さん

が悩んでおられると、困っておられると、そういう状況だと思います。ぜひいろんな難しさはあるか

と思いますが、町長、これ積極的に検討していただく必要があろうかと思いますが、どうでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 町長。 

              〔町長 石川眞男君発言〕 

◇町長（石川眞男君） 今のお話のほかにも、私も相続に関する手続がスムーズにいってほしいとい

う声は何件か聞いています。それで、今は職員が移動することによって、ご遺族の負担が少ないよう

にという、これが現実的にしている町の実態ですけれども、今度はどこか窓口をつくって対応ができ

るかということは、もう一度検討していきたいと思っています。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） ありがとうございます。 

 今回、私はこのことについて各自治体とかホームページ等で調べたというか、気がついたことがあ

るのですが、玉村町で先ほど「ご遺族のかたへ」ということでちょっと説明資料を用意しているよと

いうお話がありました。これを私は見て、玉村町の広報の仕方が、よその自治体に比べて冷たいなと、

私は率直にそんな印象を受けました。例えば玉村町、まず死亡届について届け出期間とありまして、

「死亡の事実を知った日から７日以内に届出人が届出書を作成し、死亡者の死亡地、本籍地、または

届出人の住所地の受付窓口に提出してください」と、「正当な理由がなく期間内に届出をしないと過

料に処せられます」。何かちょっときついのです。それから、「ご遺族のかたへ」ということで、「死

亡の届出が済みましたら下記の該当する手続を行ってください。詳細につきましては、各担当課にお

問い合わせください」と、こういう文章なのです。 
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 それで、先ほど富岡市の例をちょっと申し上げましたが、まずご遺族の方へと、これ同じような出

だしです。まず 初に、「ご親族のご不幸を傷み、謹んでお悔やみ申し上げます」。こういう文面が

あるのです。これは、富岡市でも一緒でした。それから、続いて「今後、相続をはじめ年金や保険等、

様々なお手続きが必要になってくることと存じます」。「お手続き」なのです。玉村町は「手続」。

これを私は比較してみて、何となく 初の印象は、よそと比較してですけれども、もうちょっと優し

い言葉というか、こういう形で窓口に見える方は 愛の人だとか、親族が亡くなった中で、かなり心

が痛んだ状況で忙しい中相談に来るのだと思うのです。 初に見る書類がそういう感じだと、何とな

くどうかな、来た人に対して配慮が足りないかなと思うのです。本当にそういう少なくともそのとき

お気持ちが弱っている方に対して、もっといたわるというか、寄り添った気持ちで接していただきた

いなと。ネットが見られる人が見る、こういう書類についてもそういう配慮をしていただければなと

思います。どうでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 住民課長。 

              〔住民課長 丸山智志君発言〕 

◇住民課長（丸山智志君） いろんなものを確認させていただきまして、配慮ができるようにしてい

きたいと考えております。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） ぜひよろしくお願いいたします。 

 それでは、質問の５番目、 後の企業版ふるさと納税の現状についてお伺いします。先ほど今まで

の実績が５件というお話がありました。この５件はどういう形で実ったのか。その辺のことについて

説明してください。 

◇議長（石内國雄君） 企画課長。 

              〔企画課長 齋藤 恭君発言〕 

◇企画課長（齋藤 恭君） ５件につきましては、先方から申込みがあったもの、それとこちらの職

員が出向いてお願いしてきたもの、それぞれ様々なものがございます。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） 先方から申込みがあったというのは、その先方の方はどういう形で玉村町

が企業版ふるさと納税を始めたよということが分かったのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 企画課長。 

              〔企画課長 齋藤 恭君発言〕 

◇企画課長（齋藤 恭君） こういった制度があるという中で、その中で一つこういう取組という中

にも、玉村町の場合ですと具体的にはお子様に子ども食堂への食料支援という、そういったプロジェ
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クトのほうになっているのがありますけれども、そちらに活用いただきたいということでご寄附をい

ただいたということでございます。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） 先ほど全国的に見ても、相当企業版ふるさと納税に対する額が増えている

という状況の中で、企業にとって意義があることとして制度の理解が進んだのではないかということ

で、県の戦略企画課が言っているのですが、町として理解してもらうためにどんな形で今まで実際に

動いているのでしょうか、具体的に。 

◇議長（石内國雄君） 企画課長。 

              〔企画課長 齋藤 恭君発言〕 

◇企画課長（齋藤 恭君） これまでにつきましては、なかなか具体的にという話の中ではなかった

のかなというふうに思っております。そうしたことも含めまして、今現在は実際に事業者の方々にご

案内をしていただくという、そういう全国展開している事業者がいらっしゃいますので、その方にお

願いをいたしまして、ある事業者へのダイレクトメールの発送でありますとか、そうしたものをやっ

ていただいた中で、反応がありますればこちらからもお伺いして、お話を進めさせていただくという

ところで現在進めております。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） ちょうど１年前の昨年の１２月議会で私の質問に対して、手数料を新たに

払ってマッチングまでしてもらえる業者も来ているので、検討したいと、こういう答弁がありました。

そのことを今お話ししているのですか。 

◇議長（石内國雄君） 企画課長。 

              〔企画課長 齋藤 恭君発言〕 

◇企画課長（齋藤 恭君） そのマッチングという面で全国展開をしております事業者、この方にお

願いをしているという状況でございます。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） １年前にそういうふうにして検討したいということで、まだこれからやる

ということはちょっと遅いかなと、率直にそう思います。 

 私のそのときの質問の中で、町外に本社があって、町内に支店がある、そういうところが対象にな

るわけですね、企業版ふるさと納税の。その中で私は具体的に田中建設、太陽誘電、マックス等があ

るというお話をしました。それは答弁でこういうお話がありました。ほかにも私は冬木工業とか王子

コンテナーだとか前田道路だとか、そういうことを提案しましたが、町から話があった田中建設、太
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陽誘電、マックス、あるいは私がそのときお話しした冬木工業、王子コンテナー、前田道路などにつ

いて、その後どんな形でアプローチされているのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 企画課長。 

              〔企画課長 齋藤 恭君発言〕 

◇企画課長（齋藤 恭君） まず、第一といたしまして、先ほどお名前が上がりました事業者の中に

はふるさと納税という形ではなく、純粋にご寄附という形で町にご寄附いただいている事業者があり

ますので、そちらは特段お話はさせていただいてはおりません。 

 そのほかの中にあります町内に事業所のある、本社が町外にある事業者、こちらにつきましては職

員が訪問をさせていただいた事業者もございますし、ただ町内の事業所にお伺いいたしましても、な

かなか本社での決定事項という面という部分もありまして、お話が伝えられないというような、そう

いった事業者があるというのも実情でございます。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） 当然だと思います。そんな行って、簡単に話が進む内容ではとてもないと

思います。支店の権限でできる話でもないと思いますが、それはやはり努力していただくというか、

民間だったら多分これが自分の仕事だと思えば、必死で何回も何回も通うかなと、こういうように思

います。これはやはり成功している自治体だと、町長自らが足を運んでお願いするというケースも紹

介されていました。この点についても、町長なり副町長なりが先方さんとお会いして、ぜひというこ

とでお願いしたような経緯はあるのでしょうか。 

◇議長（石内國雄君） 町長。 

              〔町長 石川眞男君発言〕 

◇町長（石川眞男君） あまり具体的には言えないのですけれども、近々行く用事もありますので。

それから、返礼品の関係で打合せしているとき、こういう制度もありますからということで東部工業

団地の数社には話をしてあります。それから、また町内に支店がある会社が寄附していただいたりと

か、今度は玉村町と縁のある方たちが自分の利益だけでなくて、町にどんな形で寄与していくかとい

う形での寄附というのも見えてきていますので、徐々にではありますけれども、増えていくと思いま

す。 

◇議長（石内國雄君） １２番新井賢次議員。 

              〔１２番 新井賢次君発言〕 

◇１２番（新井賢次君） ありがとうございます。この件については、昨年の１２月には関連する基

金条例も設けているわけですから、ぜひ積極的に今まで以上に数字が上がるようなことを配慮してい

ただいて、我々を含めて皆さんと一緒にぜひ数字を上げるように進めていただければなと思います。 

 以上で終わります。 
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                      ◇                   

〇散  会 

◇議長（石内國雄君） 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

 これにて散会といたします。 

 なお、明日１２月５日火曜日は午前９時までに議場へご参集ください。 

 ご苦労さまでした。 

   午後０時３０分散会 


